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（証券コード９５０５）

平成２７年６月４日

株　主　各　位
富 山 市 牛 島 町 １５ 番 １ 号

北陸電力株式会社
取締役会長　永　原　　　功

第９１回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて，第９１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので，ご出席くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお，当日ご出席願えない場合には，後記の「株主総会参考書類」をご検討
くださいまして，以下のいずれかの方法により，平成２７年６月２４日（水曜日）
午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

［書面による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ，上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使サイト（http : //www. web５４. net）にアクセスしていただき，
同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご使用のうえ，画面の案内にしたがって，上記の行使期限までに各議案に対する賛否を
ご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては，３頁の「インターネットによる議決
権行使のご案内」を必ずご確認くださいますようお願い申しあげます。
　なお，書面とインターネットにより，二重に議決権を行使された場合は，インターネット
によるものを有効な議決権行使とし，インターネットによって複数回数にわたり議決権を
行使された場合は，最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただき
ます。

敬　具　
記

１．　日　　　時　　平成２７年６月２５日（木曜日）午前１０時
２．　場　　　所　　富山市牛島町１５番１号
　　　　　　　　　北電ビル　２階大ホール

　当日ご出席の際は，お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。



− 2 − − 3 −

３．　会議の目的事項

　　報 告 事 項　　１．�第９１期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）事業報告，連結計算書類

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

　　　　　　　　　２．第９１期（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）計算書類報告の件

　　決 議 事 項
　　　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

　　　　第１号議案　剰余金処分の件
　　　　第２号議案　定款一部変更の件
　　　　第３号議案　取締役１３名選任の件
　　　　第４号議案　監査役３名選任の件
　　　＜株主提案（第５号議案から第１３号議案まで）＞

　　　　第５号議案　定款一部変更の件（１）
　　　　第６号議案　定款一部変更の件（２）
　　　　第７号議案　定款一部変更の件（３）
　　　　第８号議案　定款一部変更の件（４）
　　　　第９号議案　定款一部変更の件（５）
　　　　第１０号議案　定款一部変更の件（６）
　　　　第１１号議案　定款一部変更の件（７）
　　　　第１２号議案　定款一部変更の件（８）
　　　　第１３号議案　定款一部変更の件（９）

　　　�上記各号議案の内容等は，後記の「株主総会参考書類」に記載してあ
ります。

　　　　以　上　

添付書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は，インターネット
上の当社ホームページ（http : //www. rikuden. co. jp/）に掲載してお知
らせいたします。
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�
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インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は，下記事項をご了承のうえ，ご行使
くださいますようお願い申しあげます。

記

１．�インターネットによる議決権行使は，パソコンまたは携帯電話を用いて，会社の指定
する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

【議決権行使サイトURL】　http : //www. web５４. net
２．�インターネットにより議決権を行使される場合は，同封の議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」および「パスワード」をご使用のうえ，画面の案内にしたがっ
て，各議案に対する賛否をご入力ください。

３．�インターネットによる議決権行使は，平成２７年６月２４日（水曜日）午後５時まで受付
いたしますが，議決権行使結果の集計の都合上，お早めにご行使くださいますよう
お願いいたします。

４．�議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者へ
の通信料金（電話料金等）は株主さまのご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには，次のシステム環境が必要です。
　①インターネットにアクセスできること。
　②�パソコンを用いて議決権を行使される場合は，インターネット閲覧（ブラウザ）ソフ
トウェアとして，Internet Explorer ５．０１� SP２以上を使用できること。

　③�携帯電話を用いて議決権を行使される場合は，使用する機種が，１２８bit SSL通信（暗
号化通信）が可能な機種であること。

　　�（セキュリティ確保のため，１２８bit SSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応し
ておりますので，一部の機種ではご利用できません。）
※Internet ExplorerはMicrosoft Corporationの登録商標です。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】
インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては，以下にお問い合わせ
くださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート
（専用ダイヤル）　 ®０１２０−６５２−０３１（午前９時〜午後９時）
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

Ⅰ　企業集団の事業の概況
　１　事業の経過および成果
　　�　当期の我が国経済は，消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動などにより，
期の前半は，個人消費が減少し企業の業況感も悪化するなど景気は弱含みとな
りました。

　　�　しかしながら，期の後半に入り，生産活動の持ち直しや円安を背景とした
輸出の増加などから企業収益が改善し，雇用・所得環境も改善傾向で推移する
など，緩やかな回復基調が続きました。北陸地域においては，本年３月に北陸
新幹線が金沢まで開業したことへの期待もあり，同様の状況で推移いたしました。

　　�　このような経済情勢のもと，当年度の連結収支につきましては，売上高
（営業収益）は，電気事業において販売電力量が減少したものの，再生可能
エネルギー発電促進賦課金や交付金の増加および卸電力取引所販売の増加に
加え，北陸エルネス株式会社を連結の範囲に含めたことなどから，前年度に比
べ２３１億円増の５，３２７億円となり，これに営業外収益を加えた経常収益は２３０億
円増の５，３６４億円となりました。

　　�　また，経常利益は，電気事業において修繕費等は増加したものの，石炭火力
発電所の定期点検日数が前年に比べ少なかったことによる石油火力の発電量の
減少および燃料価格の低下により，燃料費が減少したことに加え，経費全般に
わたる効率化に努めたことなどから，前年度に比べ１２４億円増の２２３億円となり
ました。これに，渇水準備金を引き当て，法人税等を計上した結果，当期
純利益は前年度に比べ６４億円増の８９億円となりました。

　　�　事業別の業績は次のとおりであります。

　　［電気事業］
　　�　当年度の販売電力量につきましては，電灯および業務用は，夏季の気温が
前年より低かったことによる冷房需要の減少などから，前年度を下回りました。
産業用その他は，大口電力で機械や化学が増加したことなどから，前年度を
上回りました。
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　　�　この結果，販売電力量は２７８億８４百万キロワット時（うち特定規模需要
１８３億２４百万キロワット時）となり，前年度と比較すると０．７％の減少となりま
した。

　　�　供給力につきましては，志賀原子力発電所１・２号機が引き続き運転できな
かったことから，厳しい状況となりました。

　　�　このため，お客さまに夏季および冬季の節電にご協力いただくとともに，
水力・火力発電所の補修時期を調整するなど供給面での諸対策を講じたことに
加え，出水率が１０４．２％と平年を上回った結果，供給を維持することができま
した。

　　�　収支につきましては，売上高は，販売電力量が減少したものの，再生可能
エネルギー発電促進賦課金や交付金の増加および卸電力取引所販売の増加など
から，前年度に比べ１７５億円増の５，１１４億円となりました。

　　�　また，営業利益は，修繕費等は増加したものの，石炭火力発電所の定期点検
日数が前年に比べ少なかったことによる石油火力の発電量の減少および燃料
価格の低下により，燃料費が減少したことに加え，経費全般にわたる効率化に
努めたことなどから，前年度に比べ１９７億円増の３５４億円となりました。

　　［その他の事業］
　　�　売上高は，北陸エルネス株式会社を当年度より連結の範囲に含めたことなど
から，前年度に比べ７２億円増の５４８億円，営業費用は，前年度に比べ６８億円
増の５０３億円となりました。この結果，営業利益は前年度に比べ３億円増の
４４億円となりました。

　　〈事業別の業績〉

売� 上� 高 営業費用 営業利益
金　額 増　減 金　額 増　減 金　額 増　減

億円 億円 億円 億円 億円 億円

電 気 事 業 ５，１１４ １７５ ４，７６０ △　２２ ３５４ １９７
その他の事業 ５４８ ７２ ５０３ ６８ ４４ ３

計 ５，６６２ ２４７ ５，２６３ ４６ ３９９ ２００
内部取引消去 △�３３５ − △�３３５ − ０ −
連 結 ５，３２７ ２３１ ４，９２８ ３０ ３９９ ２０１
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　２　対処すべき課題
⑴　対処すべき課題，経営の基本方針および経営戦略
　原子力発電所の停止による厳しい電力需給や収支状況が続く中，平成２８年
度からの小売全面自由化が決定し，また平成３２年からの送配電部門の法的
分離に関する法案が国会に提出されるなど，当社グループを取り巻く事業
環境は大きく変わろうとしています。
　このような中においても，お客さまに「低廉で良質なエネルギーを安定的
にお届けする」という当社グループの社会的使命に変わりはありません。
この使命を果たし続けるため，以下の経営方針のもと，諸課題に着実に対処
してまいります。
　まずは志賀原子力発電所の再稼働に向けた取組みです。敷地内シームの
問題解決に向け的確に対応するとともに，２号機の新規制基準への適合性
確認審査への対応や安全性向上工事を確実に進め，地域の皆さまからのご理解
を得られるよう努めてまいります。
　また，小売全面自由化に備えた取組みも着実に実施してまいります。安全
最優先を前提とした経営効率化に最大限取り組むとともに，お客さまのニーズ
を踏まえた営業活動を展開し，コストだけでなくサービスや業務品質など
あらゆる点において，競争力を一層高めていく所存です。
　今後も北陸地域に根差した企業として地域とともに発展できるよう，これ
らの取組みを着実に進め，皆さまから「信頼され選択される北陸電力グルー
プ」を目指してまいります。
１．安定供給を確保する�
　　供給安定性，経済性に優れ，発電時にCO２を排出しないことから，ベース
ロード電源として今後も引き続き重要な役割を担う志賀原子力発電所の
安全強化に徹底して取り組むとともに，敷地内シームの問題解決や新規制
基準への適合性確認審査に的確に対応し，早期再稼働を目指してまいります。
　　また，高稼働が続いている水力・火力発電所の着実な補修や，流通設備
の機能維持対策の計画的な実施により，安定供給の確保に向け，最大限
努めてまいります。

２．競争力を高める
　安全最優先を前提とした更なる経営効率化や，競争力ある電源の整備・
活用により，低廉・良質な電気を安定的にお客さまにお届けするとともに，
サービスや業務品質などあらゆる点において競争力を高め，小売全面自由
化に対処してまいります。
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３．電力システム改革に適応する
　　小売全面自由化に伴う制度改正に的確に対処するとともに，競争環境
整備の一環として，送配電部門の一層の中立化が求められる中，電力の
安定供給と業務の中立性・透明性確保の両立に向け，適切に取り組んでま
いります。

４．グループ全体の収益性を高める
　　LNG販売を含めた総合エネルギー事業の展開や，グループ各社の競争力
強化に向けた取組みにより，グループ全体の収益性を高め，持続的成長を
目指してまいります。

５．経営基盤を支える取組みを徹底する
　　安定供給や競争力強化，電力システム改革に向けた課題等に確実に対処
し，当社グループの持続的な成長を図るため，安全最優先を徹底するとと
もに，女性の活躍推進や活力ある組織風土・職場づくりなど，個人・組織
が能力を最大限発揮できるよう環境を整備いたします。

　　また，当社グループの取組みについて，お客さまや地域の皆さまとの
双方向対話活動を展開するとともに，地域との協働による活性化に取り
組むことにより，地域社会から信頼いただけるよう努めてまいります。

⑵　目標とする経営指標
　原子力発電所の再稼働時期が見通せないなど，経営環境が不透明であるこ
とから，利益目標などの経営指標は設定しておりませんが，これまでの経営
効率化の取組みをベースに，資機材調達コストや石炭調達コスト等の更なる
低減に努めるとともに，電力の安定供給を確保する観点から，以下の経営
指標を設定しております。

　＜良質で環境にやさしい電力の安定供給＞
　　・お客さま一戸あたり停電回数：０．２３回／年� 程度

　　（経営効率化の主な取組み）
　　　・競争発注の拡大（平成２７年度：５０％程度）等による資機材調達価格の低減
　　　・近距離国からの調達比率拡大（平成２７年度：４０％程度）等による石炭調達
　　　　コストの低減
　　　・火力発電所定期点検の工程・内容の見直し等による燃料費の低減
　　　・人件費・諸経費の抑制
　　　・供給余力を最大限活用した卸電力取引所への販売
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　３　設備投資の状況
　　⑴　当年度における設備投資額

区　分 投　資　額
電 気 事 業 １，１６４　　　���
その他の事業 ２７　　　
合 計 １，１９２　　　

　　⑵　当年度中に運転開始した主な設備
設備別 名　　　　　称 概　　　　　　要 運転開始年月

発　電 北 又 ダ ム 発 電 所 河川維持流量発電
出力　１３０キロワット 平成２６年１１月

変　電 敦 賀 火 力 発 電 所

連絡用変圧器
　電圧　２７万５千ボルト
　容量　２０万キロボルトアンペア

　　（増設）

平成２６年１１月

　　⑶　当年度における主な建設中の設備
設備別 名　　　　　称 概　　　　　　要 運転開始予定年月
発　電 片 貝 別 又 発 電 所 出力　４，４００キロワット 平成２８年５月

発　電 富山新港火力発電所
Ｌ Ｎ Ｇ １ 号 機 出力　４２万４，７００キロワット 平成３０年１１月

変　電 新 富 山 変 電 所
電圧　２７万５千ボルト
容量　４０万キロボルトアンペア

　　（取替）
平成２７年６月

（注）片貝別又発電所は，平成２７年１２月に一部運転開始予定であります。

　４　資金調達の状況　
　　⑴　社　債

発　行　額 償　還　額
６５０億円 １，０８２億円

　　（注）発行額はすべて国内普通社債であります。

　　⑵　長期借入金
借　入　額 返　済　額
６２０億円 ２８１億円

　　⑶　短期借入金
　当年度における短期借入金の総借入額と総返済額を差し引きした結果，３億円の
純減となりました。

億円
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　５　財産および損益の状況の推移

区　　　　　分 平成２３年度
（第８８期）

平成２４年度
（第８９期）

平成２５年度
（第９０期）

平成２６年度
（当期）（第９１期）

売 上 高（億円）
（営 業 収 益） ４，９５１ ４，９２４ ５，０９６ ５，３２７

経 常 利 益（億円） １０ １７ ９８ ２２３

当期純利益（億円） △５２ ０ ２５ ８９

１株当たり当期純利益 △２５円３２銭 ０円４７銭 １２円０５銭 ４３円０５銭

総 資 産（億円） １３，８５９ １３，９５９ １４，４０１ １４，７９４

Ⅱ　企業集団および当社の概況（平成２７年３月３１日現在）
　１　企業集団の主要な事業内容

　　　電気事業（供給区域：富山県，石川県，福井県（一部を除く），岐阜県の一部）

　２　企業集団の主要な事業所等
　　⑴　当社の主要な事業所および発電所

本 店（富山市）
地域共生本部（金沢市）
原 子 力 本 部（石川県志賀町）
支 店 富山支店（富山市），石川支店（金沢市），福井支店（福井市）

支 社 高岡支社（高岡市），魚津支社（魚津市），七尾支社（七尾市），
小松支社（小松市），丹南支社（越前市），東京支社（東京都港区）

営 業 所 供給区域内６か所

水 力 発 電 所

（出力　８万）キロワット以上

神通川第一発電所　（富山市）
和田川第二発電所　（富山市）
手取川第二発電所　（白山市）
有峰第一発電所　　（富山市）
有峰第二発電所　　（富山市）

火 力 発 電 所

（出力　２５万）キロワット以上

富山火力発電所　　（富山市）
福井火力発電所　　（坂井市）
富山新港火力発電所（射水市）
敦賀火力発電所　　（敦賀市）
七尾大田火力発電所（七尾市）

原子力発電所 志賀原子力発電所　（石川県志賀町）
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　　⑵　子会社等の本店

【連結子会社】

日本海発電株式会社　　　　　　　　　（富山市）

北陸発電工事株式会社　　　　　　　　（富山市）

北電テクノサービス株式会社　　　　　（富山市）

北陸電気工事株式会社　　　　　　　　（富山市）

日本海コンクリート工業株式会社　　　（富山市）

北陸通信ネットワーク株式会社　　　　（金沢市）

北電情報システムサービス株式会社　　（富山市）

北陸エルネス株式会社　　　　　　　　（富山市）

北電産業株式会社　　　　　　　　　　（富山市）

日本海環境サービス株式会社　　　　　（富山市）

北電技術コンサルタント株式会社　　　（富山市）

株式会社北陸電力リビングサービス　　（富山市）

北電パートナーサービス株式会社　　　（富山市）

【持分法適用関連会社】

株式会社ケーブルテレビ富山　　　　　（富山市）

　３　企業集団の従業員の状況

区　分 従業員数（前年度末比増減）

電 気 事 業 ４，９５６名（　１０３名増加）

その他の事業 ３，２８３名（　�９９９名増加）

合 計 ８，２３９名（�１，１０２名増加）

（注）当年度から，子会社とした北陸電気工事株式会社および北陸エルネス株式会社を従業
員対象に含めて記載しております。
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　４　重要な子会社等の状況

会　　　　社　　　　名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

【連結子会社】　
日 本 海 発 電 株 式 会 社

百万円

７，３５０　

％

１００．０　 電気の卸供給

北 陸 発 電 工 事 株 式 会 社 ９５ １００．０ 火力・原子力発電設備に関す
る工事

北電テクノサービス株式会社 ５０ １００．０ 水力発電・変電設備の保守

北 陸 電 気 工 事 株 式 会 社 ３，３２８ ５０．１ 電気工事

日本海コンクリート工業株式会社 　１５０ ８０．０ コンクリートポール・パイル
の製造・販売

北陸通信ネットワーク株式会社 ６，０００ １００．０ 専用通信回線サービス，デー
タ伝送回線サービス

北電情報システムサービス株式会社 ５０ １００．０ ソフトウェアの開発・保守

北 陸 エ ル ネ ス 株 式 会 社 ２００ ７５．０ LNGの販売

北 電 産 業 株 式 会 社 １００ １００．０ 不動産の賃貸・管理，人材派
遣，リース

日本海環境サービス株式会社 ５０ １００．０ 環境調査，環境緑化

北電技術コンサルタント株式会社 ５０ １００．０ 土木・建築工事の調査・設
計・監理

株式会社北陸電力リビングサービス ５０ １００．０ 電気機器等の普及・補修　

北電パートナーサービス株式会社 ２０ １００．０ 電力設備の保守，電力関連施
設の運営

【持分法適用関連会社】
株式会社ケーブルテレビ富山 ２，０１０ １３．４ 有線テレビ放送サービス

　　（注）　１　出資比率は自己株式を控除して計算しております。
　　　　　２　�当社は，北陸エルネス株式会社を，株式譲受けにより，平成２６年６月１０日付けで

子会社といたしました。
　　　　　３　�当社は，北陸電気工事株式会社を，株式公開買付けにより，平成２７年３月２３日付

けで子会社といたしました。
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　５　企業集団の主要な借入先

借　　入　　先 借入金残高

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ７２５
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ６５５
株式会社日本政策投資銀行 ４９６
株 式 会 社 北 陸 銀 行 ４８２
明治安田生命保険相互会社 ３０５
株 式 会 社 北 國 銀 行 ２６４
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ２００
三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 １５０
株 式 会 社 福 井 銀 行 １４２
株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 １２０

　６　当社の株式の状況
　　⑴　発行可能株式総数　　　　　４億株
　　⑵　発行済株式総数　　　　　　２億１，０３３万３，６９４株
　　⑶　株　主　数　　　　　　　　９万１，９７３名
　　⑷　大　株　主

株　　　　主　　　　名 持 株 数
お よ び 出 資 比 率

富 山 県 １１，２７０ ５．４

株 式 会 社 北 陸 銀 行 ７，７００ ３．７

北 陸 電 力 従 業 員 持 株 会 ７，２１４ ３．５

株 式 会 社 北 國 銀 行 ６，０００ ２．９

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ５，９４１ ２．８
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信 託 口） ４，３４３ ２．１
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信 託 口） ３，８３８ １．８

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ３，３４１ １．６

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 ２，７４０ １．３
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 退 職 給 付 信 託　 北 陸 銀 行 口 ） ２，６６５ １．３

（注）出資比率は自己株式を控除して計算しております。

億円

千株 ％
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　　⑸　自己株式の取得，処分および保有

取 得 ま た は
処 分 の 株 数

取 得 ま た は
処分価額の総額

単元未満株式の買取り請求による取得 １０，４９６ ��１５

単元未満株式の買増し請求による処分 １，７３６ ���２

決算期における保有株式 １，５１８，２７５ �����−

　　（注）上表における株式は全て普通株式であります。

　７　当社の役員に関する事項
　　⑴　取締役および監査役の氏名等

氏　　名 地 位 お よ び 担 当 重要な兼職の状況

永　原　　　功 ※取締役会長

北陸経済連合会会長
とやま医療健康システム株式会社取締役社長
株式会社カターレ富山取締役会長
一般財団法人北陸産業活性化センター会長

久 和　　 進 ※取締役社長
富山経済同友会代表幹事
黒部川電力株式会社取締役

堀　　　祐　一 ※取締役副社長

三　鍋　光　昭 ※取締役副社長 富山共同自家発電株式会社取締役社長

金　井　　　豊
※取締役副社長
　地域共生本部長
　原子力本部長

赤 丸 準 一 　常務取締役 日本海発電株式会社取締役社長

矢 野 　 　 茂 　常務取締役

堀 田 正 之 　常務取締役 北電パートナーサービス株式会社取締役社長
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氏　　名 地 位 お よ び 担 当 重要な兼職の状況

西　野　彰　純� 　常務取締役　原子力本部副本部長

長谷川　俊　行 　常務取締役 北電テクノサービス株式会社取締役社長

尾　島　志　朗 　常務取締役
　営業本部長

高　桑　幸　一 　常勤監査役

淤 見 隆 昌 　常勤監査役

深　山　　　彬 　監　 査 　役 金沢商工会議所会頭

川 田 達 男 　監　 査 　役

セーレン株式会社取締役会長兼最高経営責任者
KBセーレン株式会社取締役会長
Seiren U.S.A. Corporation取締役会長
福井商工会議所会頭

髙　木　繁　雄 　監　 査 　役
富山商工会議所会頭
富山県公安委員長

（注）　１　※印は代表取締役であります。
　　　２　監査役� 深山　彬，同� 川田達男，同� 髙木繁雄は，社外監査役であります。

３　�当期中における取締役および監査役の異動は次のとおりであります。

平成２６年６月２６日
常務取締役� 近谷雅人が退任
監査役� 犬島伸一郎が退任

平成２６年６月２６日
尾島志朗が取締役に就任
髙木繁雄が監査役に就任

平成２６年６月２６日 取締役� 尾島志朗が常務取締役に就任

４　監査役� 髙木繁雄は，平成２７年４月２３日，富山県公安委員長を退任いたしました。
５　常勤監査役� 淤見隆昌は，当社の経理部長を経験し，財務および会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

６　当社はこれまで，社外取締役を選任しておりませんでしたが，取締役員数の削減
や任期の短縮化，執行役員制の導入など，コーポレートガバナンス体制を整備し，
経営の透明性向上や意思決定の迅速化などに努めてまいりました。

　　このたび，当社はこれまでの取組みをさらに強化し，小売全面自由化などの新た
な事業環境に適応していくため，トップマネジメント改革を実施することとし，
その一環として，取締役選任議案に記載のとおり，社外取締役を導入することと
いたしました。
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　⑵　取締役および監査役に対する報酬等　
　　　取締役　１２名　３８５百万円
　　　監査役　�６名　�７２百万円（うち社外監査役　４名　１７百万円）

　　　（注）　１　�上記には，第９０回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名
および監査役１名を含めております。

　　　　　　２　�当年度（平成２６年度）に係る役員賞与については，支給しないこととい
たしました。

　　　　　　３　�上記のほか，第９０回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役
１名に対する慰労金０．８百万円があります。

　　　　　　４　株主総会決議による報酬限度額
　　　　　　　　　取締役　月額　４２百万円
　　　　　　　　　監査役　月額　�８百万円

　⑶　社外監査役に関する事項
　　①当年度における主な活動状況

氏　名 取締役会出席状況（出席率） 監査役会出席状況（出席率）

深　山　　　彬 １００％ １００％

川　田　達　男 １００％ １００％

髙　木　繁　雄 ８９％ ８９％

　　　�　上記出席状況のもと，各社外監査役は，取締役会および監査役会における議論の
中で，企業経営者としての経験と識見等を活かして有益な発言をしております。

　　②他の株式会社の社外役員兼任状況
　　　ａ．�深山　彬氏は，澁谷工業株式会社の社外監査役を兼任しております。
　　　ｂ．�川田達男氏は，株式会社ほくほくフィナンシャルグループの社外監査役を兼任

しております。
　　　ｃ．�髙木繁雄氏は，日医工株式会社の社外取締役，セーレン株式会社および川田テ

クノロジーズ株式会社の社外監査役を兼任しております。
　　　（注）上記社外役員兼任先と当社との間には，開示すべき関係はありません。
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Ⅲ　会計監査人の状況
　１　会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

　２　当年度に係る会計監査人の報酬等の額
⑴　当社および子会社が支払うべき報酬等の額の合計額
　　　６２百万円
⑵　⑴の合計額のうち，当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額の合計額
　　　４２百万円
（注）　当社子会社北陸電気工事株式会社の計算関係書類の監査は，太陽有限責任監

査法人が行っております。

　３　非監査業務の内容
�　当社は，会計監査人に対して，公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であ
る電力システム改革への対応に関する助言業務についての対価を支払っております。

　４　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
�　当該会計監査人が，会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合等，会計
監査人が継続してその職責を遂行する上で重要な疑義を抱く事象が発生した場合に
は，その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行います。

Ⅳ　業務の適正を確保するための体制

「業務の適正を確保するための体制の整備」

　当社は，電気事業者として，安全最優先の徹底と法令等や企業倫理遵守のもと，効率的かつ公正・
透明な事業活動を展開するため，業務の適正を確保するための体制の維持・改善に努めていく。
　当社は，「隠さない風土」のもとで，この取組みを通じ業務品質の向上に努めるとともに，事
業環境の変化に適応しつつ，引き続きお客さまをはじめ皆さまから「信頼され選択される北陸電
力グループ」を目指していく。

１．取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�取締役は，企業活動における法令等の遵守を明示した「行動規範」を定め，これを率先して
実践するとともに，従業員がこれを遵守するよう適切に指導・監督を行う。

　・�取締役会は，原則として月１回，また必要に応じて開催し，法令及び定款に従い重要な業務
執行に関する意思決定を行うとともに，取締役から職務執行の状況について報告を受け，取
締役の職務執行を監督する。また，社外取締役を交え，多様な視点を踏まえた意思決定及び
監督を行う。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制　
　・�取締役は，取締役会議事録をはじめ，決裁文書等，取締役の職務執行に関する情報について，
保存期間等の管理方法及び情報セキュリティ対策を明示した社内規則を定め，適切に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・�取締役は，自然災害，原子力災害その他当社の財産，社会的信頼等に重大な影響を与える事
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象に対し，これに迅速かつ的確に対応するため，「非常災害対策規程」「志賀原子力発電所原
子力事業者防災業務計画（規程）」「危機管理規程」等の社内規則にその対応手順や体制等を
定める。また，各部所は，取締役の指揮のもと，定期的に訓練・教育等を実施し，事象発生
時の迅速な復旧，被害拡大防止等の対応に備える。

　・�取締役は，不確実性に伴う経営リスクについて，適宜把握・評価のうえ，取締役会にて毎年
度策定する経営計画等の諸計画に反映するとともに，必要に応じて，組織の整備や全社横断
的な委員会等を設置し，適切に対応する。

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・�取締役会への付議事項を含む重要事項については，原則として週１回開催する常務会及びそ
の他の会議体において適宜審議する等，効率的な業務運営に努める。

　・�取締役は，指揮命令系統及び各職位の責任・権限並びに業務手続きを社内規則において明確
化するとともに，情報システムの活用により，迅速かつ適切な意思決定及び効率的な職務執
行を図る。

５．従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�社長を委員長とし，社外有識者を委員に含む「コンプライアンス推進委員会」を中心として，
「行動規範」の周知徹底を図る等，コンプライアンスの全社的活動を推進するとともに，コ
ンプライアンス上の問題を社内外から受け付ける企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の適
切な運用を図る。また，反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，全社をあげて毅
然として対応する。

　・�取締役は，設備の保安活動にあたり，法令等の遵守が確実に行われるための体制・仕組みを
社内規則に定め，適切な運用を図る。

　・�取締役は，財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め，適切な運用
を図る。

　・�取締役は，社内規則の制定及び契約書の締結にあたり，法務部門が法令等との整合を審査す
る仕組みを社内規則に定め，適切な運用を図る。

　・�内部監査部門は，法令等の遵守状況，その他従業員の職務執行の状況を把握し，その改善を
図るため，定期的又は必要に応じて監査を実施し，その結果を常務会等に報告する。取締役は，
監査結果を踏まえ，適切な対応を図る。

６．北陸電力グループにおける業務の適正を確保するための体制
　・�取締役は，北陸電力グループとして目指すべき基本的方向性及び経営目標を「グループ経営
方針」として示し，グループ各社は，その達成を目指し取り組む。

　・�取締役は，「グループ会社運営規程」を定め，グループ各社の経営上の重要事項について，
事前協議を受ける体制を整備するほか，グループ経営協議会等を通じ，相互の緊密な連携を
図る。

　・�北陸電力グループ各社は，当社に準じて，法令遵守をはじめとする業務の適正を確保する体制・
仕組みを整備し，適切な運用を図る。

７．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・�監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を置き，必要な人員を配置するとともに，
その人事異動については監査役と事前協議を行う。

　・�取締役及び従業員は，会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は，直ちに
監査役会又は監査役に報告する。また，取締役及び従業員は，職務執行の状況等について，
監査役が報告を求めた場合は，これに応じる。

　・�取締役は，前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな
いよう，適切に対応する。

　・�取締役は，監査役の常務会等の重要会議への出席及び決裁文書の閲覧のほか，適切な予算の
配分等，監査役が必要に応じ調査できる環境を整備する。

　・�取締役は，監査役との定期的な意見交換を通じて相互認識を深めるとともに，内部監査部門は，
監査役及びそのスタッフと緊密に連携し，監査役監査が効果的に行われるよう努める。

８．その他（附則）
　・�非取締役の常務執行役員は，本決議文中の「取締役」に準ずる者として，業務の適正を確保
するための体制整備に努める。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成２７年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

固 定 資 産 １，２０３，５３３ 固 定 負 債 ８９４，９２０

電気事業固定資産 ８３３，４０５ 社 債 ４０５，３５５

水 力 発 電 設 備 １０７，９８５ 長 期 借 入 金 ３６８，５３５

汽 力 発 電 設 備 １１１，５２４ 退 職 給 付 に 係 る 負 債 ３０，５１５

原 子 力 発 電 設 備 １７６，８２１ 使用済燃料再処理等引当金 １０，２３９

送 電 設 備 １６４，８４２ 使用済燃料再処理等準備引当金 ５，８７２

変 電 設 備 ８７，３６３ 資 産 除 去 債 務 ５６，５３７

配 電 設 備 １４６，５３６ そ の 他 １７，８６５

業 務 設 備 ３１，９０８ 流 動 負 債 ２２３，６４７

その他の電気事業固定資産 ６，４２３ １年以内に期限到来の固定負債 ８７，７５６

その他の固定資産 ４３，８５９ 短 期 借 入 金 １６，０３５

固 定 資 産 仮 勘 定 ８２，２１８ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ３７，８４１

建設仮勘定及び除却仮勘定 ８２，２１８ 未 払 税 金 １９，８５２

核 燃 料 １０５，０２３ そ の 他 ６２，１６２

装 荷 核 燃 料 ２６，２１９ 引 当 金 １６，６７３

加 工 中 等 核 燃 料 ７８，８０４ 渇 水 準 備 引 当 金 １６，６７３

投資その他の資産 １３９，０２５ 負 債 合 計 １，１３５，２４２

長 期 投 資 ６４，５９６

使用済燃料再処理等積立金 ９，４８１

退 職 給 付に 係る資 産 ２３，６３３

繰 延 税 金 資 産 ３３，５８０ 株 主 資 本 ３１８，７７５

そ の 他 ８，０８５ 資 本 金 １１７，６４１

貸 倒 引 当 金（貸方） △　　３５２ 資 本 剰 余 金 ３３，９９３

流 動 資 産 ２７５，９１８ 利 益 剰 余 金 １７０，４４９

現 金 及 び 預 金 １７４，３７９ 自 己 株 式 △　３，３０９

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 ５３，９９１ その他の包括利益累計額 １６，９１７

た な 卸 資 産 ２２，０８７ その他有価証券評価差額金 ９，３５０

繰 延 税 金 資 産 ６，１８９ 退職給付に係る調整累計額 ７，５６６

そ の 他 １９，４２８ 少 数 株 主 持 分 ８，５１７

貸 倒 引 当 金（貸方） △　　１５７ 純 資 産 合 計 ３４４，２０９

合　　　　　　　　 計 １，４７９，４５１ 合　　　　　　　　 計 １，４７９，４５１

（単位：百万円）
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連 結 損 益 計 算 書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
費 用 の 部 収 益 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

営 業 費 用 ４９２，８０１ 営 業 収 益 ５３２，７６０

電 気 事 業 営 業 費 用 ４７４，６３５ 電 気 事 業 営 業 収 益 ５１０，８１４

その他事業営業費用 １８，１６５ その他事業営業収益 ２１，９４６

営 業 利 益 （３９，９５９）

営 業 外 費 用 ２１，２９６ 営 業 外 収 益 ３，６６７

支 払 利 息 １５，３４２ 受 取 配 当 金 ６２４

そ の 他 ５，９５３ 受 取 利 息 ５８０

持分法による投資利益 ８６５

そ の 他 １，５９７

当 期 経 常 費 用 合 計 ５１４，０９７ 当 期 経 常 収 益 合 計 ５３６，４２８

当 期 経 常 利 益 ２２，３３１

渇水準備金引当又は取崩し ２，６８８

渇 水 準 備 金 引 当 ２，６８８

税金等調整前当期純利益 １９，６４２

法 人 税 等 １０，６０９

法 人 税 等 ６，２８８

法 人 税 等 調 整 額 ４，３２１

少数株主損益調整前当期純利益 ９，０３３

少 数 株 主 利 益 ４２

当 期 純 利 益 ８，９９０

（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
株主資本 その他の包括利益累計額

少数株主
持　　分

純資産
合　計資本金 資　本

剰余金
利　益
剰余金 自己株式 株主資本

合　　計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

退職給付に
係 る 調 整
累　計　額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 １１７，６４１ ３３，９９３ １６８，７５４ △３，２９７ ３１７，０９２ ６，６２７ １，０７８� ７，７０５� １６� ３２４，８１４

会計方針の変更による
累積的影響額 ３，００３ ３，００３ ３，００３

会計方針の変更を反映
した当期首残高 １１７，６４１ ３３，９９３ １７１，７５８ △３，２９７ ３２０，０９５ ６，６２７ １，０７８� ７，７０５� １６� ３２７，８１８

当連結会計年度変動額

　剰余金の配当 △１０，４４１ △１０，４４１ △１０，４４１

　当期純利益 ８，９９０ ８，９９０ ８，９９０

　自己株式の取得 △　　１５ △　　１５ △　　１５

　自己株式の処分 △　　１ ３ ２ ２

　連結範囲の変動 １４２ １４２ １４２

　株主資本以外の項目の
　当該連結会計年度変動額
　（純額）

２，７２２ ６，４８８� ９，２１１� ８，５００� １７，７１１

当連結会計年度変動額合計 − − △１，３０９ △　　１１ △１，３２０ ２，７２２ ６，４８８� ９，２１１� ８，５００� １６，３９１

当連結会計年度末残高 １１７，６４１ ３３，９９３ １７０，４４９ △３，３０９ ３１８，７７５ ９，３５０ ７，５６６� １６，９１７� ８，５１７� ３４４，２０９

（単位：百万円）



− 20 − − 21 −

連　結　注　記　表

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
１　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　⑴　連結の範囲に関する事項
　　①　連結子会社の数　　１３社
　　②　連結子会社の名称
　　　�　日本海発電株式会社，北陸発電工事株式会社，北電テクノサービス株式会社，北陸電気

工事株式会社，日本海コンクリート工業株式会社，北陸通信ネットワーク株式会社，北電
情報システムサービス株式会社，北陸エルネス株式会社，北電産業株式会社，日本海環境
サービス株式会社，北電技術コンサルタント株式会社，株式会社北陸電力リビングサービ
ス，北電パートナーサービス株式会社

　　　�　当連結会計年度において，株式の追加取得により子会社となった北陸エルネス株式会社
は，重要性の観点から連結の範囲に含めている。また，株式の追加取得により子会社となっ
た北陸電気工事株式会社は，持分法適用関連会社から除外し，連結子会社としている。

　　③　連結の範囲から除外した子会社の名称
　　　�　株式会社パワー・アンド・ＩＴ，ホッコー商事株式会社，北陸電気商事株式会社，株式

会社ジェスコ，株式会社プリテック
　　　�　連結の範囲から除外した子会社は，事業内容，グループ内における取引高及び取引内容

ほか，総資産，売上高，当期純損益（持分に見合う額），利益剰余金（持分に見合う額）
等の規模からみて，これらを連結の範囲から除いても，連結計算書類に及ぼす影響に重要
性が乏しい。

　⑵　持分法の適用に関する事項
　　①　持分法適用関連会社の数　　１社
　　②　持分法適用関連会社の名称
　　　�　株式会社ケーブルテレビ富山
　　　�　当連結会計年度において，株式の追加取得により子会社となった北陸電気工事株式会社

は，持分法適用関連会社から除外し，連結子会社としている。
　　③　持分法を適用しない非連結子会社の名称
　　　�　株式会社パワー・アンド・ＩＴ，ホッコー商事株式会社，北陸電気商事株式会社，株式

会社ジェスコ，株式会社プリテック
　　④　持分法を適用しない関連会社の名称
　　　�　黒部川電力株式会社，富山共同自家発電株式会社，日本海建興株式会社，北陸計器工業

株式会社，北陸エナジス株式会社，北陸電機製造株式会社
　　　�　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は，事業内容，グループ内における取引

高及び取引内容ほか，当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等からみて，これらを持分法の対象から除いても，連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り，かつ全体としてもその影響に重要性が乏しい。

　⑶　会計処理基準に関する事項
　　①　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　　（イ）　有価証券
　　　　　その他有価証券
　　　　　　時価のあるもの
　　　　　　　�当連結会計年度末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し，売却原価は主として移動平均法により算定）
　　　　　　時価のないもの
　　　　　　　主として移動平均法による原価法
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　　　（ロ）　デリバティブ
　　　　　時価法
　　　（ハ）　たな卸資産
　　　　�　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）
　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　　有形固定資産は主として定率法によっている。
　　　�　なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資

産の費用計上方法は，その他連結計算書類の作成のための重要な事項に記載している。
　　③　重要な引当金の計上基準
　　　（イ）　使用済燃料再処理等引当金
　　　　�　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用（以下，「再処理等費」

という。）に充てるため，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の
積立て及び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号。以下，「再処理等積立金法」とい
う。）により経済産業大臣へ届け出た再処理等費の見積額に基づき，原子力発電所の運
転に伴い発生する使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済
産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額（割引率１．５％）を計
上する方法によっている。

　　　　�　なお，平成１６年度末までに発生した使用済燃料に対応する再処理等費のうち，従来は
見積りができなかった再処理施設の廃止措置費用の計上など，平成１７年度の引当金計上
基準変更に伴い生じた差異（「電気事業会計規則の一部を改正する省令」（平成１７年経済
産業省令第９２号）附則第２条に定める金額）１２，６５３百万円については，平成１７年度から
１５年間にわたり毎連結会計年度均等額を計上していたが，平成２０年度に再処理等積立金
法の改正により再処理等費の見積額が減少したため，見直し後の引当金計上基準変更時
差異未計上残高９，７５２百万円について，平成２０年度から１２年間にわたり毎連結会計年度
均等の８１２百万円を計上している。当連結会計年度末における引当金計上基準変更時差
異未計上残高は４，０６３百万円である。

　　　　�　また，再処理等費に係る見積差異は，電気事業会計規則取扱要領第８１の規定により，
翌連結会計年度から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり計上
することとしている。当連結会計年度末における未認識の見積差異は，９，１３６百万円と
なっている。

　　　（ロ）　使用済燃料再処理等準備引当金
　　　　�　原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち具体的な計画を有しない使用済

燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため，使用済燃料単位当たりの再処理等費
用の現価相当額（割引率４．０％）に，対象となる使用済燃料発生数量を乗じる方法によ
り計上している。

　　④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　　（イ）　退職給付に係る会計処理の方法
　　　 　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　　�　退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については，主として給付算定式基準によっている。
　　　　　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　　　　�　過去勤務費用は，その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０

年）による定額法により費用処理している。
　　　　　　�　数理計算上の差異は，主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定率法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。
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　　　　（会計方針の変更）
　　　　�　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第２６号　平成２４年５月１７日。以下「退職

給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第２５号　平成２４年５月１７日。以下「退職給付適用指針」という。）を，退職給
付会計基準第３５項本文及び退職給付適用指針第６７項本文に掲げられた定めについて当連
結会計年度より適用し，退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し，退職給付見込
額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに，割引率の決
定方法を，割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に基
づき決定する方法から，退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映し
た単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更した。

　　　　�　退職給付会計基準等の適用については，退職給付会計基準第３７項に定める経過的な取
扱いに従って，当連結会計年度の期首において，退職給付債務及び勤務費用の計算方法
の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減している。

　　　　�　この結果，当連結会計年度の期首の退職給付に係る資産が２，９５３百万円増加し，退職
給付に係る負債が１，４３５百万円減少し，利益剰余金が３，００３百万円増加している。また，
当連結会計年度の営業利益，当期経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微
である。

　　　（ロ）　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
　　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の

費用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第２１号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」
（平成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を
発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり，定額法により原子
力発電施設解体費として計上する方法によっている。

　　　（ハ）　消費税等の会計処理
　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。

２　連結貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務
　　（当　社）
　　　総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
　　　　社債（１年以内に償還すべき金額を含む）���������������������������������　� ４６５，３７５百万円　
　　　　株式会社日本政策投資銀行からの借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）��
� ４８，０４２百万円　
　　　　金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される�
　　　　債務履行引受契約により債務履行を委任した社債�　������������������������ １１０，３７０百万円　
　　（連結子会社）
　　　担保資産
　　　　その他の固定資産���������������������������������������������������������� ６，３３１百万円　
　　　　投資その他の資産���������������������������������������������������������� ８百万円　
　　　担保付債務
　　　　長期借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）������������������������������ １，５５５百万円　
　⑵　有形固定資産の減価償却累計額　　　　� 　２，４８１，６４１百万円　
　⑶　保証債務等
　　①　以下の会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社� ３７，８５２百万円　
　　　　　日本原子力発電株式会社� １７，４９２百万円　
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　　　　　株式会社パワー・アンド・ＩＴ��������������������������������������� １，３００百万円　
　　　　　従業員の住宅及び厚生資金借入����������������������������������������� １３，５６９百万円　
　　　　　　合　　計������������������　　　��������������������������������� ７０，２１５百万円　
　　②　以下の会社が発行する社債に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社� １，２１２百万円　
　　③　社債の債務履行引受契約に係わる偶発債務
　　　�　以下は，金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される債務履行引受契約に

より債務履行を委任したものである。
　　　　　北陸電力第２４５回国内普通社債�������������������������������� ２９，６７０百万円　
　　　　　北陸電力第２４８回国内普通社債�������������������������������� ２２，５００百万円　
　　　　　北陸電力第２５０回国内普通社債���������������������� ２８，２００百万円　
　　　　　北陸電力第２８１回国内普通社債���������������������� ３０，０００百万円　
　　　　　　合　　計������������������　　　������������������� １１０，３７０百万円　
　　　　契約先別の偶発債務残高は以下のとおりである。
　　　　　株式会社みずほ銀行　　　　　　　　　　　　　　　　� １００，３７０百万円　
　　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行� １０，０００百万円　
　⑷　渇水準備引当金は，電気事業法第３６条に基づく引当金である。

３　連結株主資本等変動計算書に関する注記
　⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
　　　　普通株式� ２１０，３３３，６９４株　
　⑵　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成２６年６月２６日
定時株主総会 普通株式 ５，２２０ ２５ 平成２６年３月３１日 平成２６年６月２７日

平成２６年１０月３０日
取締役会 普通株式 ５，２２０ ２５ 平成２６年９月３０日 平成２６年１１月２８日

計 １０，４４１

　⑶�　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち，配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

　　�　平成２７年６月２５日開催の定時株主総会の議案として，普通株式の配当に関する事項を次の
とおり提案する。

　　①　配当金の総額� ５，２２０百万円　
　　②　１株当たり配当額� ２５円　
　　③　基準日� 平成２７年３月３１日　
　　④　効力発生日� 平成２７年６月２６日　
　　　　なお，配当原資については利益剰余金を予定している。

４　金融商品に関する注記
　⑴　金融商品の状況に関する事項
　　�　当社グループは，電気事業の運営上必要な資金を，社債発行及び金融機関からの借入れ等
により調達している。

　　�　長期投資（その他有価証券）は，主に株式であり，定期的に時価や発行体の財務及び事業
状況等を確認している。
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　　�　使用済燃料再処理等積立金は，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立
金の積立て及び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号）に基づき拠出した金銭であり，
経済産業大臣より通知された金額を，同法で指定された資金管理法人に積み立てている。

　　�　受取手形及び売掛金は，主に電灯料及び電力料であり，電気供給約款等に基づき，お客さ
まごとに期日及び残高管理を行っている。

　　�　有利子負債の殆どは，中長期的に利率が確定している社債や長期借入金で構成されている
ことから，市場金利の変動による業績への影響は限定的である。

　　�　デリバティブ取引は，為替相場等の変動リスクの回避あるいは資金調達コストの低減を図
る目的で行っており，短期的な売買差益の獲得や投機を目的とした取引は行っていない。取
引にあたっては，社内規程に基づき，信用度の高い金融機関を相手方として，通常業務から
発生する債権債務を対象に，執行箇所及び管理箇所を定め，代表取締役の承認を受けて行っ
ている。

　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　�　平成２７年３月３１日における連結貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，以
下のとおりである。

　　�　なお，時価を把握することが極めて困難と認められるものは，含まれていない（（注）２参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

資産
①� 長期投資（その他有価証券） ２０，１２４ ２０，１２４ −
②� 使用済燃料再処理等積立金 ９，４８１ ９，４８１ −
③� 現金及び預金 １７４，３７９ １７４，３７９ −
④� 受取手形及び売掛金 ５３，９９１ ５３，９９１ −
負債
⑤� 社債　　　　� （※） ４６５，３５５ ４８１，１２１ １５，７６５
⑥� 長期借入金� （※） ３９２，７１５ ４１３，０９６ ２０，３８０
⑦� 短期借入金 １６，０３５ １６，０３５ −
⑧� 支払手形及び買掛金 ３７，８４１ ３７，８４１ −

（※）連結貸借対照表上，「１年以内に期限到来の固定負債」として計上されているものが含まれている。

　（注）１　金融商品の時価の算定方法
　　　①　長期投資（その他有価証券）
　　　　　　時価は，取引所の価格によっている。
　　　②　使用済燃料再処理等積立金
　　　　　�　特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に実施す

るために「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管
理に関する法律」（平成１７年法律第４８号）に基づき拠出した金銭であり，取戻しにあたっ
ては，経済産業大臣が承認した使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画に従
う必要がある。帳簿価額は，当連結会計年度末現在における当該計画の将来取戻し予
定額の現価相当額に基づいていることから，時価は当該帳簿価額によっている。

　　　③　現金及び預金，ならびに　④　受取手形及び売掛金
　　　　　�　短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額に

よっている。
　　　⑤　社債
　　　　　�　時価は，市場価格のある社債は市場価格に基づき，市場価格のない社債は，元利金

の合計額を新規に同様の社債を発行した場合に想定される利率で割引く方法により算
定している。
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　　　⑥　長期借入金
　　　　　�　時価は，元利金の合計額を新規に同様の調達を実施した場合に想定される利率で割

引く方法により算定している。
　　　⑦　短期借入金，ならびに　⑧　支払手形及び買掛金
　　　　　�　短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額に

よっている。
　（注）２�　非上場株式及び出資証券等（連結貸借対照表計上額３６，８７７百万円）は，市場価格がなく，

かつ，将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれる。し
たがって，時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため，「①�長期投
資（その他有価証券）」には含まれていない。

５　１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額����� ����１，６０７円６０銭　
　⑵　１株当たり当期純利益������������������������ ����������������４３円０５銭　

６　その他の注記
　⑴�　連結計算書類の用語，様式及び作成方法については，｢会社計算規則｣（平成１８年法務省令
第１３号）に準拠し，「電気事業会計規則」（昭和４０年通商産業省令第５７号）に準じて作成して
いる。

　⑵　�原子力発電設備等に関する電気事業会計規則の変更
　　�　平成２７年３月１３日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２７年経済産業省
令第１０号）（以下，「改正省令」という。）が施行され，「電気事業会計規則」が改正されたこ
とに伴い，同施行日以降は，原子炉を廃止しようとする場合において，当該原子炉に係る原
子力発電設備（原子炉の廃止に必要な固定資産，原子炉の運転を廃止した後も維持管理する
ことが必要な固定資産及び資産除去債務相当資産を除く。），当該原子力発電設備に係る建設
仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額（処分見込額を除く。）並びに当該原子炉の
廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用について，経
済産業大臣への申請により原子力廃止関連仮勘定に振り替え，又は計上が認められ，一定の
期間で償却することとなった。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。

　　　なお，この変更に伴う影響はない。
　⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　�　平成２７年３月３１日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２７年法律第９号）及び「地
方税法等の一部を改正する法律」（平成２７年法律第２号）が公布され，平成２７年４月１日以
後に開始する連結会計年度より法人税率等の引下げ等が行われることとなった。

　　�　これに伴い，当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債は，一時差異等の解消が見
込まれる連結会計年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算してい
る。

　　�　この結果，繰延税金資産の純額が２，３３５百万円減少し，少数株主持分が６百万円，退職給
付に係る調整累計額が２０４百万円，その他有価証券評価差額金が２５５百万円，法人税等調整額
（借方）が２，６４１百万円それぞれ増加している。
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貸　借　対　照　表

（平成２７年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

固 定 資 産 １，１７４，６８２ 固 定 負 債 ８８１，０３０
電気事業固定資産 ８３３，９２４ 社 債 ４０５，４５５
水 力 発 電 設 備 １００，２８８ 長 期 借 入 金 ３６６，８５２
汽 力 発 電 設 備 １１１，８９０ 関 係 会 社 長 期 債 務 ９８
原 子 力 発 電 設 備 １７７，５０９ 退 職 給 付 引 当 金 １９，２５２
内 燃 力 発 電 設 備 ３９ 使用済燃料再処理等引当金 １０，２３９
新エネルギー等発電設備 ２，７８５ 使用済燃料再処理等準備引当金 ５，８７２
送 電 設 備 １６６，８８１ 資 産 除 去 債 務 ５６，５３７
変 電 設 備 ８７，９６９ 雑 固 定 負 債 １６，７２２
配 電 設 備 １５４，３５６ 流 動 負 債 ２１８，９７２
業 務 設 備 ３２，１３４ １年以内に期限到来の固定負債 ８７，０３６
貸 付 設 備 ６７ 短 期 借 入 金 １５，０００

附帯事業固定資産 ２，５４７ 買 掛 金 ２４，３９１
事 業 外 固 定 資 産 １０，３０３ 未 払 金 １３，１８２
固 定 資 産 仮 勘 定 ８０，８９３ 未 払 費 用 ４１，８５６
建 設 仮 勘 定 ８０，８７９ 未 払 税 金 １６，１１６
除 却 仮 勘 定 １３ 預 り 金 ６０５
核 燃 料 １０５，０２３ 関 係 会 社 短 期 債 務 １９，３３３
装 荷 核 燃 料 ２６，２１９ 諸 前 受 金 １，４４８
加 工 中 等 核 燃 料 ７８，８０４ 雑 流 動 負 債 １

投資その他の資産 １４１，９９０ 引 当 金 １６，６７３
長 期 投 資 ６２，８９２ 渇 水 準 備 引 当 金 １６，６７３
関 係 会 社 長 期 投 資 ２７，８０４ 負 債 合 計 １，１１６，６７７
使用済燃料再処理等積立金 ９，４８１
長 期 前 払 費 用 １，９１３
前 払 年 金 費 用 １２，０５９ 株 主 資 本 ２９３，５５９
繰 延 税 金 資 産 ２７，８６１ 資 本 金 １１７，６４１
貸 倒 引 当 金（貸方） △　　�２３ 資 本 剰 余 金 ３３，９９３

流 動 資 産 ２４４，８０４ 資 本 準 備 金 ３３，９９３
現 金 及 び 預 金 １６１，９８６ 利 益 剰 余 金 １４５，２３３
売 掛 金 ４１，３３９ 利 益 準 備 金 ２８，３８６
諸 未 収 入 金 ９３６ そ の 他 利 益 剰 余 金 １１６，８４６
貯 蔵 品 １９，０４０ 　海外投資等損失準備金 １１
前 払 費 用 ４，０５２ 　別 途 積 立 金 ７０，０００
関 係 会 社 短 期 債 権 ９４０ 　繰 越 利 益 剰 余 金 ４６，８３５
繰 延 税 金 資 産 ４，９１０ 自 己 株 式 △　３，３０９
雑 流 動 資 産 １１，７４２ 評価・換算差額等 ９，２５０
貸 倒 引 当 金（貸方） △　　１４３ その他有価証券評価差額金 ９，２５０

純 資 産 合 計 ３０２，８０９

合　　　　　　　　 計 １，４１９，４８７ 合　　　　　　　　 計 １，４１９，４８７

（単位：百万円）
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損　益　計　算　書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
費 用 の 部 収 益 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

営 業 費 用　　　　 ４７７，７４７ 営 業 収 益 ５１３，００８

 電気事業営業費用　　 　 ４７６，９７６ 電気事業営業収益 ５１１，４９０
水 力 発 電 費 ２２，９６３ 電 灯 料 １６２，５１２
汽 力 発 電 費 １８４，９４７ 電 力 料 ２８２，３５６
原 子 力 発 電 費 ５１，０５５ 地 帯 間 販 売 電 力 料 ２９，９５４
内 燃 力 発 電 費 ７１ 他 社 販 売 電 力 料 １８，４７０
新エネルギー等発電費 ６４０ 託 送 収 益 １，２７４
地 帯 間 購 入 電 力 料 ２，１９５ 事 業 者 間 精 算 収 益 ３８
他 社 購 入 電 力 料 ５４，００７ 再 エ ネ 特 措 法 交 付 金 １３，０９３
送 電 費 ２８，１８７ 電 気 事 業 雑 収 益 ３，７８２
変 電 費 １６，４５０ 貸 付 設 備 収 益 ６
配 電 費 ３７，７４４
販 売 費 １４，３７４
貸 付 設 備 費 ６
一 般 管 理 費 ３０，９０２
再 エ ネ 特 措 法 納 付 金 １７，３０２
電 源 開 発 促 進 税 １０，４７６
事 業 税 ５，６５１
電 力 費 振 替 勘 定（貸方） △　　　２
附帯事業営業費用 ７７１ 附帯事業営業収益 １，５１８
熱供給受託事業営業費用 ３４０ 熱供給受託事業営業収益 ６５５
設備貸付事業営業費用 ４２４ 設備貸付事業営業収益 ８４９
その他附帯事業営業費用 ６ その他附帯事業営業収益 １３
営 業 利 益 （３５，２６０）

営　業　外　費　用 ２０，２１８ 営 業 外 収 益 ３，０５８
財 務 費 用 １５，３６８ 財 務 収 益 １，６９２
支 払 利 息 １５，１４８ 受 取 配 当 金 １，１１５
社 債 発 行 費 ２２０ 受 取 利 息 ５７６
事 業 外 費 用 ４，８５０ 事 業 外 収 益 １，３６６
固 定 資 産 売 却 損 ３８ 固 定 資 産 売 却 益 ２５
雑 損 失 ４，８１１ 雑 収 益 １，３４０
当期経常費用合計 ４９７，９６６ 当期経常収益合計 ５１６，０６７
当 期 経 常 利 益 １８，１００
渇水準備金引当又は取崩し ２，６８８
渇 水 準 備 金 引 当 ２，６８８

税引前当期純利益 １５，４１１
法 人 税 等 ８，７５３
法 人 税 等 ４，５１２
法 人 税 等 調 整 額 ４，２４１
当 期 純 利 益 ６，６５７

（単位：百万円）
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株主資本等変動計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
株　主　資　本 評価・

換算差額等

純資産
合　計

資本金

資　本
剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計

そ の 他
有価証券
評価差額金資　本

準備金
利　益
準備金

その他利益剰余金

海外投資等
損失準備金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ １１ ７０，０００ ４７，２７３△３，２９７ ２９４，００８ ６，５６４ ３００，５７２

会計方針の変更による
累積的影響額 ３，３４６ ３，３４６ ３，３４６

会計方針の変更を反映した
当事業年度期首残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ １１ ７０，０００ ５０，６２０△３，２９７ ２９７，３５５ ６，５６４ ３０３，９１９

当事業年度変動額

　�海外投資等損失準備金
　の積立 　 　 　 ０ 　 △　　０ 　 − 　 −

　�剰余金の配当 　 　 　 　 　 △１０，４４１ 　 △１０，４４１ 　 △１０，４４１

　�当期純利益 　 　 　 　 　 ６，６５７ 　 ６，６５７ 　 ６，６５７

　�自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 △　　１５△　　１５ 　 △　　１５

　�自己株式の処分 　 　 　 　 　 △　　１ ３ ２ 　 ２

　�株主資本以外の項目
の当該事業年度変動額
（純額）

２，６８６ ２，６８６

当事業年度変動額合計 − − − ０ − △３，７８４△　　１１△３，７９５ ２，６８６ △１，１０９

当事業年度末残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ １１ ７０，０００ ４６，８３５△３，３０９ ２９３，５５９ ９，２５０ ３０２，８０９

（単位：百万円）
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個　別　注　記　表

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
１　重要な会計方針に係る事項に関する注記
　⑴　資産の評価基準及び評価方法
　　①　有価証券
　　　（イ）　子会社株式及び関連会社株式
　　　　　移動平均法による原価法
　　　（ロ）　その他有価証券
　　　　　時価のあるもの
　　　　　　�当期末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し，売

却原価は移動平均法により算定）
　　　　　時価のないもの
　　　　　　移動平均法による原価法
　　②　デリバティブ
　　　　時価法
　　③　たな卸資産
　　　　石炭，燃料油，バイオマス燃料及び一般貯蔵品
　　　　　�総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）
　⑵　固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産は定率法によっている。
　　�　なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産
の費用計上方法は，その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項に記載してい
る。

　⑶　引当金の計上基準
　　①　退職給付引当金
　　　�　従業員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。なお，当社の確定給付企業年金制度については，当期末における年
金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を加減した額を上回っているため，前
払年金費用として計上している。

　　　（イ）　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　�　退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については，給付算定式基準によっている。
　　　（ロ）　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　　�　過去勤務費用は，その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）

による定額法により費用処理している。
　　　　�　数理計算上の差異は，各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（３年）による定率法により按分した額を，それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理している。

　　　　（会計方針の変更）
　　　　�　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第２６号　平成２４年５月１７日。以下「退職

給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第２５号　平成２４年５月１７日。以下「退職給付適用指針」という。）を，退職給
付会計基準第３５項本文及び退職給付適用指針第６７項本文に掲げられた定めについて当期
より適用し，退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し，退職給付見込額の期間帰
属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに，割引率の決定方法を，
割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に基づき決定す
る方法から，退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加
重平均割引率を使用する方法へ変更した。
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　　　　�　退職給付会計基準等の適用については，退職給付会計基準第３７項に定める経過的な取
扱いに従って，当期の期首において，退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴
う影響額を繰越利益剰余金に加減している。

　　　　�　この結果，当期の期首の前払年金費用が２，９５３百万円増加し，退職給付引当金が
　　　　�１，８７７百万円減少し，繰越利益剰余金が３，３４６百万円増加している。また，当期の営業利益，

当期経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微である。
　　②　使用済燃料再処理等引当金
　　　�　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用（以下，「再処理等費」と

いう。）に充てるため，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立
て及び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号。以下，「再処理等積立金法」という。）に
より経済産業大臣へ届け出た再処理等費の見積額に基づき，原子力発電所の運転に伴い発
生する使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届
け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額（割引率１．５％）を計上する方法によっ
ている。

　　　�　なお，平成１６年度末までに発生した使用済燃料に対応する再処理等費のうち，従来は見
積りができなかった再処理施設の廃止措置費用の計上など，平成１７年度の引当金計上基準
変更に伴い生じた差異（「電気事業会計規則の一部を改正する省令」（平成１７年経済産業省
令第９２号）附則第２条に定める金額）１２，６５３百万円については，平成１７年度から１５年間に
わたり毎期均等額を計上していたが，平成２０年度に再処理等積立金法の改正により再処理
等費の見積額が減少したため，見直し後の引当金計上基準変更時差異未計上残高９，７５２百万
円について，平成２０年度から１２年間にわたり毎期均等の８１２百万円を計上している。当期
末における引当金計上基準変更時差異未計上残高は４，０６３百万円である。

　　　�　また，再処理等費に係る見積差異は，電気事業会計規則取扱要領第８１の規定により，翌
期から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり計上することとして
いる。当期末における未認識の見積差異は，９，１３６百万円となっている。

　　③　使用済燃料再処理等準備引当金
　　　�　原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち具体的な計画を有しない使用済燃

料の再処理等の実施に要する費用に充てるため，使用済燃料単位当たりの再処理等費用の
現価相当額（割引率４．０％）に，対象となる使用済燃料発生数量を乗じる方法により計上
している。

　⑷　その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項
　　①　退職給付に係る会計処理
　　　�　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理

の方法は，連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
　　②　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費

用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１
号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平
成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を発電設
備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり，定額法により原子力発電施
設解体費として計上する方法によっている。

　　③　消費税等の会計処理
　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。

２　貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務
　　　総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
　　　　社債（１年以内に償還すべき金額を含む）　　　　　� ４６５，４７５百万円　
　　　　株式会社日本政策投資銀行からの借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）��
� ４８，０４２百万円　
　　　　金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される
　　　　債務履行引受契約により債務履行を委任した社債���������　　　� 　�１１０，３７０百万円　
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　⑵　有形固定資産の減価償却累計額　����������������������������������������� �２，４２５，９６５百万円　
　⑶　保証債務等
　　①　以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社������������������������������������������������������� ３７，８５２百万円　
　　　　　日本原子力発電株式会社������������������������������������������������� １７，４９２百万円　
　　　　　株式会社パワー・アンド・ＩＴ�����������������������������������������　� １，３００百万円　
　　　　　　合　　計����������������������������������� ５６，６４５百万円　
　　②　以下の会社が発行する社債に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社�������������������������������������������������������� １，２１２百万円　
　　③　社債の債務履行引受契約に係わる偶発債務�
　　　�　以下は，金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される債務履行引受契約に

より債務履行を委任したものである。
　　　　　第２４５回国内普通社債��������������������������������������������������� ２９，６７０百万円　
　　　　　第２４８回国内普通社債��������������������������������������������������� ２２，５００百万円　
　　　　　第２５０回国内普通社債��������������������������������������������������� ２８，２００百万円　
　　　　　第２８１回国内普通社債��������������������������������������������������� ３０，０００百万円　
　　　　　　合　　計��������������������������������������������������������� １１０，３７０百万円　
　　　　契約先別の偶発債務残高は以下のとおりである。
　　　　　株式会社みずほ銀行　　　　　　����������������������������������������� １００，３７０百万円　
　　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行��������������������������������������������� １０，０００百万円　
　⑷　関係会社に対する金銭債権債務
　　　　長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　� ８１３百万円　
　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ��９４０百万円　
　　　　長期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　� �９８百万円　
　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　� １９，３３３百万円　
　⑸　損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
　　　　熱供給受託事業　　専用固定資産������������������ 　１，０１４百万円　
　　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額��������������� �１百万円　
　　　　　　　　　　　　　　合　　計��　� １，０１６百万円　
　　　　設備貸付事業　　　専用固定資産������������������������ ���１，５２４百万円　
　　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額��������� �����１百万円　
　　　　　　　　　　　　　　合　　計������������������������������������� １，５２５百万円　
　⑹　渇水準備引当金は，電気事業法第３６条に基づく引当金である。

３　損益計算書に関する注記
　⑴　関係会社との営業取引による取引高
　　　　費用　　　　　　　　　　　　　　� ４５，８６９百万円　
　　　　収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ��７９６百万円　
　⑵　関係会社との営業取引以外の取引高������� ３９１百万円　

４　株主資本等変動計算書に関する注記
　　　当期末における自己株式の種類及び総数　����
　　　　普通株式����������������� １，５１８，２７５株　

５　税効果会計に関する注記
　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　　　　繰延税金資産
　　　　　減価償却費損金算入限度超過額�　　　　　　　　　　　� 　　　　１２，０５６百万円　
　　　　　資産除去債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ９，０６２百万円　
　　　　　退職給付引当金　� ５，５４３百万円　
　　　　　渇水準備引当金� ４，８０１百万円　
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　　　　　ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用　�　　　　　　　　� ４，７２０百万円　
　　　　　法人税法上の繰延資産損金算入限度超過額　　�　　　　　　� �２，１７３百万円　
　　　　　使用済燃料再処理等引当金及び使用済燃料再処理等準備引当金　� ２，１３２百万円　
　　　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　� ８３５百万円　
　　　　　その他　　　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� １３，０８１百万円　
　　　　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ５４，４０６百万円　
　　　　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� △７，２１０百万円　
　　　　　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ４７，１９６百万円　
　　　　
　　　　繰延税金負債
　　　　　資産除去債務相当資産　　　　　　　　　　　　� △７，２４３百万円　
　　　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　� △ ３，７０３百万円　
　　　　　前払年金費用　　　　　　　　　　　� △ ３，４７２百万円　
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� △　　 ４百万円　
　　　　　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　�　� △１４，４２４百万円　
　　　　　繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　　　� ３２，７７１百万円　

　　（追加情報）
　　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　�　平成２７年３月３１日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２７年法律第９号）が公布
され，平成２７年４月１日以後に開始する事業年度より法人税率の引下げが行われることと
なった。

　　�　これに伴い，当期の繰延税金資産及び繰延税金負債は，一時差異等の解消が見込まれる事
業年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算している。

　　�　この結果，繰延税金資産の純額が２，１９３百万円減少し，その他有価証券評価差額金２４７百万
円，法人税等調整額（借方）が２，４４１百万円それぞれ増加している。

６　リースにより使用する固定資産に関する注記
　�　貸借対照表に計上した固定資産のほか，汽力発電設備の一部については，所有権移転外ファ
イナンス・リース契約により使用している。

７　１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額������������������������������������������������������������ １，４５０円１３銭　
　⑵　１株当たり当期純利益�������������������������������������������������������������� ３１円８８銭　

８　その他の注記
　⑴�　「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２７年経済産業省令第２６号）により，電
気事業会計規則が改正されたため，当期の計算書類は，改正後の電気事業会計規則に基づい
て作成している。

　⑵　原子力発電設備等に関する電気事業会計規則の変更
　　�　平成２７年３月１３日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２７年経済産業省
令第１０号）（以下，「改正省令」という。）が施行され，「電気事業会計規則」が改正されたこ
とに伴い，同施行日以降は，原子炉を廃止しようとする場合において，当該原子炉に係る原
子力発電設備（原子炉の廃止に必要な固定資産，原子炉の運転を廃止した後も維持管理する
ことが必要な固定資産及び資産除去債務相当資産を除く。），当該原子力発電設備に係る建設
仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額（処分見込額を除く。）並びに当該原子炉の
廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用について，経
済産業大臣への申請により原子力廃止関連仮勘定に振り替え，又は計上が認められ，一定の
期間で償却することとなった。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。

　　　なお，この変更に伴う影響はない。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２７年５月１４日　　　

　北 陸 電 力 株 式 会 社
　　取締役会長　永　原　　　功　殿

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　白　羽　龍　三　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　田　光　完　治　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　西　川　正　房　㊞　

　当監査法人は，会社法第４４４条第４項の規定に基づき，北陸電力株式会社の平成２６年
４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類，すなわち，連結
貸借対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには，不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は，当監査法人が実施した監査に基づいて，独立の立場から連結
計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は，我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は，当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に，監査計画を策定し，これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては，連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は，当監査法人の判断により，不正又は誤謬による連
結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の
目的は，内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが，当監査法人は，
リスク評価の実施に際して，状況に応じた適切な監査手続を立案するために，連結計
算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また，監査には，経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
　当監査法人は，上記の連結計算書類が，我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して，北陸電力株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上　
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２７年５月１４日　　　

　北 陸 電 力 株 式 会 社
　　取締役会長　永　原　　　功　殿

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　白　羽　龍　三　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　田　光　完　治　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　西　川　正　房　㊞　

　当監査法人は，会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき，北陸電力株式会社の平成
２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第９１期事業年度の計算書類，すなわち，貸借
対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには，
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は，当監査法人が実施した監査に基づいて，独立の立場から計算
書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は，我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は，当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために，監査計画を策定し，これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては，計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を
入手するための手続が実施される。監査手続は，当監査法人の判断により，不正又は
誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は，内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが，当監査法人は，リスク評価の実施に際して，状況に応じた適切な監
査手続を立案するために，計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また，監査には，経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその
附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
　当監査法人は，上記の計算書類及びその附属明細書が，我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して，当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上　
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監査役会の監査報告書 謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は，平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第９１期事業年度の取締役の職務
の執行に関して，各監査役が作成した監査報告書に基づき，審議のうえ，本監査報告書を作成し，
以下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　�　監査役会は，監査の方針，職務の分担等を定め，各監査役から監査の実施状況および結果に
ついて報告を受けるほか，取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け，必要に応じて説明を求めました。
　�　各監査役は，監査役会が定めた監査の方針，職務の分担等に従い，取締役，内部監査部門そ
の他の使用人と意思疎通を図り，情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに，取締
役会その他重要な会議に出席し，取締役および使用人からその職務の執行状況について報告を
受け，必要に応じて説明を求め，重要な決裁書類等を閲覧し，本店，支店，支社および主要な
事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また，事業報告に記載されている
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項および第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について，取締役および使用人からその構築および運用の状況について定期
的に報告を受け，必要に応じて説明を求めました。子会社については，子会社の取締役および
監査役等と意思疎通および情報の交換を図り，必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。以上の方法に基づき，当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討い
たしました。
　�　さらに，会計監査人が独立の立場を保持し，かつ，適正な監査を実施しているかを監視およ
び検証するとともに，会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け，必要に応じて
説明を求めました。また，会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年
１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け，必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき，当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表，損益計算書，株主
資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借
対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたし
ました。
２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　一�　事業報告およびその附属明細書は，法令および定款に従い，会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
　　二�　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
　　三�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また，当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても，指摘
すべき事項は認められません。

　⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人� 新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人� 新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　なお，志賀原子力発電所の安全対策の実施状況等を確認しておりますが，今後ともその取組状
況を注視してまいります。
　　平成２７年５月１９日

北陸電力株式会社　監査役会　　
　常　勤　監　査　役　高　桑　幸　一　㊞　
　常　勤　監　査　役　淤　見　隆　昌　㊞　
　監査役（社外監査役）　深　山　　　彬　㊞　
　監査役（社外監査役）　川　田　達　男　㊞
　監査役（社外監査役）　髙　木　繁　雄　㊞

以　上　
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

　　第１号議案から第４号議案までは，会社提案によるものであります。

　第１号議案　剰余金処分の件

　�　当社は，利益配分にあたりましては，安定配当を継続し，株主の皆さまにお応えし
ていくとともに，経営基盤の安定・強化に資するため，内部留保の充実を図っていく
ことを基本方針としております。

　�　事業報告でご報告いたしましたとおり，依然として厳しい経営環境が続いておりま
すが，上記方針に基づき，期末における配当金につきましては，昨年１１月にお支払い
いたしました中間配当金と同様に，１株につき２５円とさせていただきたいと存じます。

第９１期　期末配当に関する事項
　⑴　配当財産の種類　　金銭
　⑵　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　　当社普通株式１株あたりの期末配当金　　　　　　�２５円　
　　　　期末配当金総額　　　　　　　　　　　５，２２０，３８５，４７５円　
　⑶　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　� 平成２７年６月２６日　
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　第２号議案　定款一部変更の件

１．　変更の理由
　⑴　会社法施行規則および会社計算規則の規定に基づき，株主総会参考書類，事業

報告，計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報の一
部につき，インターネットで開示することにより，株主の皆さまに提供したもの
とすることができるよう，第１４条の２（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）を新設するものであります。

　⑵　業務執行を行わない取締役および監査役に適任者を招聘し，期待される役割を
十分に発揮することができるようにするため，会社法第４２７条第１項の規定に基づ
き，業務執行を行わない取締役および監査役との間に責任限定契約を締結するこ
とができる旨の規定を新設するものであります。

　　　なお，業務執行を行わない取締役との責任限定契約に関する規定の新設につき
ましては，各監査役の同意を得ております。

２．　変更の内容
　　変更の内容は，次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 　 行 　 定 　 款 変　更　定　款　案

（新　設）

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）

第 １４条の２　本会社は，株主総会の招集に際

し，株主総会参考書類，事業報告，計算書

類および連結計算書類に記載または表示を

すべき事項に係る情報を，法務省令に定め

るところに従い，インターネットを利用す

る方法で開示することにより，株主に対し

て提供したものとみなすことができる。
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現 　 行 　 定 　 款 変　更　定　款　案

（取締役の責任免除）

第３２条　（現行どおり）

２�　本会社は，会社法第４２７条第１項の規定

により，取締役（業務執行取締役等である

者を除く。）との間に，同法第４２３条第１

項に関する取締役の責任を限定する契約を

締結することができる。ただし，当該契約

に基づく責任の限度額は，法令に定める額

とする。

（監査役の責任免除）

第４０条　（現行どおり）

２�　本会社は，会社法第４２７条第１項の規定

により，監査役との間に，同法第４２３条第

１項に関する監査役の責任を限定する契約

を締結することができる。ただし，当該契

約に基づく責任の限度額は，法令に定める

額とする。

（取締役の責任免除）

第�３２条　本会社は，会社法第４２６条第１項の

規定により，取締役会の決議をもって，同

法第４２３条第１項に関する取締役（取締役

であった者を含む。）の責任を法令の限度

において免除することができる。

（第２項新設）

（監査役の責任免除）

第�４０条　本会社は，会社法第４２６条第１項の

規定により，取締役会の決議をもって，同

法第４２３条第１項に関する監査役（監査役

であった者を含む。）の責任を法令の限度

において免除することができる。

（第２項新設）
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　第３号議案　取締役１３名選任の件

　現任取締役１１名は，本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては，トッ
プマネジメント改革の実施に伴い，社外取締役を導入するため，２名増員とし，取締役
１３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

（五十音順，※印は新任候補者）

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１ 赤
あか

　丸
まる

　準
じゅん

　一
いち

（昭和３０年４月２４日生）

昭和５３年４月　当社入社
平成２１年６月　当社執行役員経営企画部部長
平成２３年６月　当社執行役員火力部担任
平成２４年６月　当社常務取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　日本海発電株式会社取締役社長

１４，９００株

２
※

石
いし

　黒
ぐろ

　伸
のぶ

　彦
ひこ

（昭和３２年７月２３日生）

昭和５８年４月　当社入社
平成２１年６月　当社東京支社副支社長
平成２３年６月　�当社支配人原子力本部　志賀原子力発電所所長代理
平成２４年６月　当社執行役員石川支店長（現在に至る）

８，４６２株

３ 尾
お

　島
じま

　志
し

　朗
ろう

（昭和３２年６月１５日生）

昭和５６年４月　当社入社
平成２１年６月　当社支配人営業本部　営業部長
平成２４年６月　当社執行役員営業本部　営業部長
平成２６年６月　当社常務取締役（現在に至る）
　　　　　　　当社営業本部長委嘱（現在に至る）

６，４００株

４ 金
かな

　井
い

　　　豊
ゆたか

（昭和２９年１０月１９日生）

昭和５２年４月　当社入社
平成２２年６月　当社常務取締役
平成２５年６月　当社取締役副社長（現在に至る）
　　　　　　　当社地域共生本部長　原子力本部長委嘱
　　　　　　　（現在に至る）

１５，２５５株
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

５
※

川
かわ

　田
だ

　達
たつ

　男
お

（昭和１５年１月２７日生）

昭和３７年３月　�福井精練加工株式会社（現セーレン株式会社）入社
昭和６０年８月　セーレン株式会社常務取締役
昭和６２年８月　同社取締役社長
平成１５年６月　同社取締役社長兼最高執行責任者
平成１７年１０月　�同社取締役社長兼最高執行責任者兼最高経営責任者
平成１８年６月　福井県経営者協会会長
平成２０年６月　当社監査役（現在に至る）
平成２１年３月　福井商工会議所会頭（現在に至る）
平成２３年６月　�セーレン株式会社取締役会長兼社長兼最高執行責

任者兼最高経営責任者
平成２６年６月　同社取締役会長兼最高経営責任者（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　セーレン株式会社取締役会長兼最高経営責任者
　KBセーレン株式会社取締役会長
　Seiren U.S.A. Corporation取締役会長
　福井商工会議所会頭
　株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外監査役

１５，４００株

６ 久
きゅう

　和
わ

　　　進
すすむ

（昭和２４年６月２２日生）

昭和４７年４月　当社入社
平成１５年６月　当社取締役
平成１６年６月　当社常務取締役
平成１９年６月　当社取締役副社長
平成２２年４月　当社取締役社長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北陸経済連合会会長
　富山経済同友会代表幹事
　黒部川電力株式会社取締役

６１，６０４株

７
※

髙
たか

　木
ぎ

　繁
しげ

　雄
お

（昭和２３年４月２日生）

昭和４６年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１０年６月　同行取締役
平成１４年６月　同行取締役頭取
平成１４年７月　�社団法人富山県銀行協会（現一般社団法人富山

県銀行協会）会長
平成１５年９月　�株式会社ほくぎんフィナンシャルグループ（現株

式会社ほくほくフィナンシャルグループ）取締役社長
平成２１年４月　富山経済同友会代表幹事
平成２５年６月　株式会社北陸銀行特別顧問（現在に至る）
平成２５年１１月　富山商工会議所会頭（現在に至る）
平成２６年６月　当社監査役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　富山商工会議所会頭
　日医工株式会社社外取締役
　セーレン株式会社社外監査役
　川田テクノロジーズ株式会社社外監査役

１，６００株
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

８
※

高
たか

　林
ばやし

　幸
ゆき

　裕
ひろ

（昭和３３年７月２日生）

昭和５６年４月　当社入社
平成２２年６月　当社支配人丹南支社長
平成２３年６月　当社支配人経営企画部部長
平成２４年６月　当社執行役員経営企画部長（現在に至る）

９，２１２株

９ 西
にし

　野
の

　彰
あき

　純
ずみ

（昭和３０年４月２８日生）

昭和５４年４月　当社入社
平成２１年６月　当社執行役員原子力本部　志賀原子力発電所長
平成２５年６月　当社常務取締役（現在に至る）
　　　　　　　当社原子力本部副本部長委嘱（現在に至る）

１１，３００株

１０ 長
は

谷
せ

川
がわ

　俊
とし

　行
ゆき

（昭和３１年５月２９日生）

昭和５４年４月　当社入社
平成２０年６月　当社支配人電力流通部長
平成２３年６月　当社執行役員経営企画部部長
平成２３年６月　�北電テクノサービス株式会社取締役社長
　　　　　　　（現在に至る）
平成２５年６月　当社常務取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北電テクノサービス株式会社取締役社長

１４，７００株

１１ 堀
ほり

　田
た

　正
まさ

　之
ゆき

（昭和３０年４月１３日生）

昭和５３年４月　当社入社
平成１９年７月　当社支配人人事労務部長
平成２３年６月　当社執行役員石川支店長
平成２４年６月　当社常務取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北電パートナーサービス株式会社取締役社長

１１，７１８株

１２
※

深
み

　山
やま

　　　彬
あきら

（昭和１６年３月３０日生）

昭和３８年４月　株式会社北國銀行入行
平成９年１０月　同行専務取締役
平成１０年１２月　同行取締役頭取
平成１１年４月　�社団法人石川県銀行協会（現一般社団法人石川

県銀行協会）会長
平成１７年６月　当社監査役（現在に至る）
平成１８年６月　株式会社北國銀行取締役会長
平成１８年７月　金沢商工会議所会頭（現在に至る）
平成２５年６月　株式会社北國銀行相談役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　金沢商工会議所会頭
　澁谷工業株式会社社外監査役

２０，１００株

１３ 矢
や

　野
の

　　　茂
しげる

（昭和３２年８月２９日生）

昭和５５年４月　当社入社
平成２１年６月　当社執行役員経営企画部長
平成２４年６月　当社常務取締役（現在に至る）

１５，８１２株
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（注）　１　川田達男，髙木繁雄および深山　彬の各氏は，社外取締役候補者であります。
　　　２　�候補者� 川田達男氏は，セーレン株式会社取締役会長兼最高経営責任者であり，経営

に関する幅広い知識・経験を有しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見
を活かし，外部の視点から当社の経営に対する監督機能を強化するため，社外取締役
として選任をお願いするものであります。

　　　３　�候補者� 髙木繁雄氏は，株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役社長および
株式会社北陸銀行取締役頭取を経験されるなど，経営に関する幅広い知識・経験を有
しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見を活かし，外部の視点から当社
の経営に対する監督機能を強化するため，社外取締役として選任をお願いするもので
あります。

　　　４　�候補者� 深山　彬氏は，株式会社北國銀行取締役会長を経験されるなど，経営に関す
る幅広い知識・経験を有しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見を活か
し，外部の視点から当社の経営に対する監督機能を強化するため，社外取締役として
選任をお願いするものであります。

　　　５　�候補者� 髙木繁雄氏が株式会社北陸銀行取締役頭取として在任中，同行におきまして
は，平成２４年１２月７日に北陸財務局より銀行法第２６条第１項に基づく業務改善命令を
受けました。内容は，デリバティブを始めとする金融商品の販売等に係る業務運営の
適切性を確保するため，経営管理態勢，内部管理態勢および法令等遵守態勢の充実・
強化を図ることでした。同氏は同行取締役頭取として日頃からコンプライアンスを経
営の重要課題の一つとして位置づけ，不正行為防止のための方策を役職員に徹底する
よう指示しておりましたが，その指示が全員に徹底されていなかったものです。当該
不祥事発生後は，全行的な法令等遵守意識の向上と相互牽制機能の充実・強化等の再
発防止策を講じて，内部監査態勢の強化および役職員の教育の充実等について指示す
るなど，その職責を果たしております。

　　　６　�候補者� 川田達男，髙木繁雄および深山　彬の各氏は，現在，当社の社外監査役であり，
就任してからの年数は，本総会終結の時をもって，川田達男氏は７年，髙木繁雄氏は
１年，深山　彬氏は１０年であります。

　　　７　�当社は，本議案において社外取締役候補者各氏の選任が承認可決された場合，第２号
議案の定款一部変更の件の承認可決を条件として，各氏との間で，会社法第４２３条第
１項に関する取締役の責任を，法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定で
あります。
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　第４号議案　監査役３名選任の件

　監査役�川田達男氏，髙木繁雄氏および深山　彬氏は本総会終結の時をもって辞任いた

しますので，その補欠のため監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　監査役候補者は次のとおりであります。

　なお，本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

（五十音順，※印は新任候補者）

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴， 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当� 社� の
株式の数

１

※

秋
あき

　庭
ば

　悦
えつ

　子
こ

（昭和２３年７月１０日生）

昭和４６年４月　日本航空株式会社入社
平成元年７月　電気事業連合会広報部
平成８年４月　日本電信電話株式会社関東支社広報部
平成１１年６月　�社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル

タント協会理事
平成１５年５月　�特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラム

理事長
平成２２年１月　内閣府原子力委員会委員
平成２６年５月　�特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラム

理事長　再就任（現在に至る）

０株

２

※

伊
い

　東
とう

　忠
ただ

　昭
あき

（昭和２４年２月１６日生）

昭和４６年４月　株式会社福井銀行入行
平成２０年６月　同行取締役兼執行役専務
平成２２年３月　同行取締役兼執行役頭取（現在に至る）
平成２２年３月　一般社団法人福井県銀行協会会長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　一般社団法人福井県銀行協会会長
　株式会社エイチアンドエフ社外監査役

０株

３

※

細
ほそ

　川
かわ

　俊
とし

　彦
ひこ

（昭和２１年１月２０日生）

昭和４５年４月　検事任官
昭和５６年４月　大阪弁護士会登録
昭和６０年４月　富山県弁護士会登録
平成１２年４月　金沢大学法学部教授
平成１６年４月　金沢大学法科大学院教授
平成１６年４月　富山県弁護士会再登録（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　富山市個人情報保護審査会会長
　富山市情報公開審査会会長
　富山県本人確認情報保護審議会会長
　富山県都市計画審議会会長
　富山県国土利用計画審議会会長

１，５３３株
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（注）　１　秋庭悦子，伊東忠昭および細川俊彦の各氏は，社外監査役候補者であります。
　　　２　�候補者� 秋庭悦子氏は，社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理

事や内閣府原子力委員会委員を務めるなど，その経歴を通じて培った専門的な知識と
幅広い経験を有しており，消費生活やエネルギー・環境に関する専門家としての豊富
な経験や識見を活かして，客観的な立場から監査をして頂くため，社外監査役として
選任をお願いするものであります。

　　　３　�候補者� 伊東忠昭氏は，株式会社福井銀行取締役兼執行役頭取であり，経営に関する
幅広い知識・経験を有しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見を活かし
て，客観的な立場から監査をして頂くため，社外監査役として選任をお願いするもの
であります。

　　　４　�候補者� 細川俊彦氏は，弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており，そ
の法律の専門家としての豊富な経験や識見を活かして，客観的な立場から監査をして
頂くため，社外監査役として選任をお願いするものであります。

　　　５　�候補者� 秋庭悦子，細川俊彦の両氏は，これまで直接会社の経営に関与したことはあ
りませんが，上記２，４のとおり，社外監査役としての職務を適切に遂行することが
できるものと判断したものであります。

　　　６　�当社は，本議案において社外監査役候補者各氏の選任が承認可決された場合，第２号
議案の定款一部変更の件の承認可決を条件として，各氏との間で，会社法第４２３条第
１項に関する監査役の責任を，法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定で
あります。
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　＜株主提案（第５号議案から第１３号議案まで）＞

　　第５号議案から第１３号議案までは，株主提案によるものであります。

　　なお，提案株主（６６名）の議決権の数は，６１１個であります。

　第５号議案　定款一部変更の件（１）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第７章　志賀原子力発電所の再稼働を前提とする施策の凍結
　　第４４条　安全性向上のための追加工事は凍結する。
　　第４５条　２号機の新規制基準への適合性確認審査は取り下げる。
○提案理由
　�　志賀原子力発電所は２０１１年３月以来２機とも停止中だが，本会社は「早期に再稼
働を目指す」として，「再稼働すれば投資の回収は可能」と千五百億〜二千億円に上
る安全対策工事費を投資している。
　�　一方，２０１２年７月に「敷地内の活断層が見落とされていた可能性」が指摘され，
当時の原子力安全・保安院が断層の再調査を指示した。この断層問題はいまだに決
着せず，原子力規制委員会有識者会合の度に「北電見解への疑問，批判相次ぐ」と
報じられており，再稼働の目途は立っていない。敷地内には原子炉直下を含め複数
の断層があり，それらが動く可能性をどうしても否定できないのが現状なのである。
　�　地震が起きて初めて活断層の見逃しが判明した例が実際にあるのだから，断層が
あること自体，原発立地は不適当だったと判断すべきで，追加工事は凍結し，回収
できない可能性がある投資は打ち切るべきである。

○取締役会の意見
　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。
　�　今後，新興国を中心としたエネルギー需要の増加やそれに伴うエネルギー価格の
上昇が見込まれるとともに，地球温暖化問題への対応が必要となる中，エネルギー
資源に乏しい我が国では，安全確保を大前提に，原子力を活用していくべきと考え
ております。国のエネルギー基本計画においても，原子力は「重要なベースロード
電源」と明記されております。
　�　当社においては，志賀原子力発電所の停止が長期化し，電力需給は厳しい状況に
あり，また燃料費の大幅な増加により収支状況が悪化しております。
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　�　このような状況を踏まえると，供給安定性，経済性に優れ，発電時にCO２を排出し
ない志賀原子力発電所は，引き続き活用していくことが不可欠であると考えており，
今後も安全強化に徹底して取り組むとともに，敷地内シームの問題解決や，昨年８
月に申請した新規制基準への適合性確認審査に的確に対応し，早期再稼働を目指し
てまいります。

第６号議案　定款一部変更の件（２）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第８章　再処理の凍結　
　　第４６条�　本会社が日本原燃株式会社と締結している使用済核燃料再処理に関する

契約は凍結する。
　　第４７条�　すでに六ヶ所村の再処理施設の使用済核燃料プールに貯蔵されている使

用済核燃料の取り扱いについては，速やかに日本原燃株式会社と協議する。
○提案理由
　�　日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場は試験操業の段階で事故トラブルを繰り返し，
竣工の延期が２２回にも及び，来春に予定されている操業開始も危ぶまれている。
　�　一方，志賀原子力発電所は敷地内にある複数の断層の活動性が否定できず，原子
炉建屋直下にも問題の断層があるため，安全審査即ち設置許可の妥当性が問われて
いる。設置許可が取り消されるような事態になれば，再稼働は論外で，新たな使用
済核燃料の発生もあり得ないことになる。少なくとも現状では再稼働の目途は立た
ず，当分の間，新たな使用済核燃料は発生しないことは確実なので，再処理契約は
凍結する。
　�　再処理工場がある下北半島の東方沖には長さ１００㎞に及ぶ大陸棚外縁断層があるほ
か敷地直下にも断層があり，地震の危険性が高い場所なので，プール内にある使用
済核燃料の取り扱いも協議が必要である。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　今後，新興国を中心としたエネルギー需要の増加やそれに伴うエネルギー価格の
上昇が見込まれるとともに，地球温暖化問題への対応が必要となる中，エネルギー
資源に乏しい我が国では，安全確保を大前提に，原子力を活用していくべきと考え
ております。
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　�　原子力発電に伴い発生する使用済燃料の再処理は，ウラン資源の有効利用と高レ
ベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減につながり，エネルギー資源に乏しい我が
国にとって重要な取組みであると考えております。
　�　また，国のエネルギー基本計画においても，原子力は「重要なベースロード電源」
と位置づけられるとともに，使用済燃料の処分に関する課題を解決し，将来世代の
リスクや負担を軽減するために「再処理やプルサーマル等を推進する」ことが明記
されており，当社は，国の基本方針に従い使用済燃料の再処理を実施していくこと
が重要と考えております。
�

第７号議案　定款一部変更の件（３）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第９章　使用済核燃料の保管について
　　第４８条�　志賀原子力発電所内にある使用済核燃料のよりリスクの低い保管方法に

ついて検討するために検討委員会を設置する。
　　２�　当該委員会の構成は，専門家だけでなく，志賀原子力発電所周辺の地域住民，

本会社の消費者等を含む幅広い構成とする。
○提案理由
　�　使用済核燃料は膨大な量の核分裂生成物を含むので，もし冷却できなくなると非
常に危険であることが，福島原発事故によって広く知られるようになった。使用済
核燃料の危険性は原子炉が運転中か否かを問わず，地震により使用済核燃料プール
が損傷し冷却水が失われた場合の危険性は計り知れない。また志賀原子力発電所の
ような沸騰水型原発では使用済核燃料プールが格納容器外の原子炉建屋の上部にあ
るため，地震に対してより脆弱であることが懸念されている。
　�　六ヶ所村再処理工場の使用済核燃料プールは満杯に近づいており，今後は発電所
サイト内で使用済核燃料を長期間貯蔵せざるを得ないことが予想される。そこで乾
式貯蔵等，よりリスクの低い保管方法の検討を今から始めておく必要がある。また，
搬出されるはずだった使用済核燃料がサイト内に留まることになるので，検討の過
程には地域住民らも，当然，参加するべきである。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　当社は，使用済燃料を再処理施設へ輸送するまでの間，志賀原子力発電所の使用
済燃料貯蔵プールにおいて適切に貯蔵・管理することとしております。
　�　使用済燃料貯蔵プールは十分な耐震性を確保しているとともに，万一の場合でも，
消防車等を用いて注水できるようにしており，また，現在進めている安全性向上施
策により，更に安全性向上を図っております。このように，現行の貯蔵方式は十分
な安全性を有しております。
　�　また，貯蔵プールの容量には十分な余裕があり，当面問題はなく，貯蔵プールが
満杯になる場合への対策についても，国の政策や社会の状況を踏まえ，適切に対応
してまいります。
　�　したがいまして，ご提案の規定を定款に設ける必要はないと考えております。�
�

第８号議案　定款一部変更の件（４）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１０章　廃炉措置によって生じる放射性廃棄物の保管および処理・処分について
　　第４９条�　廃炉措置によって生じる放射性廃棄物の保管および処理・処分について

も，よりリスクの低い方法を検討するために，あらかじめ委員会を設置する。
　　２�　当該委員会の構成は，専門家だけでなく，志賀原子力発電所周辺の地域住民，

本会社の消費者等を含む幅広い構成とする。
○提案理由
　�　今年３月に複数の老朽化した原発の廃炉が決定し，廃炉の時代が始まったといわ
れているが，いずれの原発でもこれから大量に発生することになる放射性廃棄物の
搬出先は決まっていない。先行して廃炉が決定し，解体工事準備期間を経て解体作
業が始まっている浜岡原発１，２号機でも配管やポンプ等の放射性廃棄物の搬出先は
決まっておらず，敷地内で仮置きされることになっている。
　�　原子力発電所を建設した以上，将来，廃炉措置によって必ず生じることになる大
量の放射性廃棄物の保管および処理・処分について，問題を先送りすることなく，
あらかじめ検討作業を開始することは，事業者としての責務である。また，使用済
核燃料の場合と同様に，この検討の過程には地域住民らも，当然，参加するべきで
ある。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　志賀原子力発電所は当社にとって必要不可欠な電源であり，当分の間，廃止措置
を行う予定はありません。
　�　また，原子力発電所の廃止措置に伴って生じる放射性廃棄物の処分については，
国のエネルギー基本計画において，「発生者責任の原則の下，原子力事業者等が処分
に向けた取組を進めることを基本としつつ，処分の円滑な実現に向け，国として必
要な研究開発を推進するなど，安全確保のための取組を促進」していくことが明記
されております。
　�　引き続き，国とも相互に連携して取り組んでいくことにより，将来においても十
分に対応していくことが可能と考えており，ご提案の規定を定款に設ける必要はな
いと考えております。

第９号議案　定款一部変更の件（５）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１１章　電力システム改革への対応
　　第５０条�　電力小売全面自由化に対応するため，供給している電力の電源構成比の

他，各電源の発電コスト等，消費者が電力事業者を選択する際に役立つよ
うな各種の情報開示を積極的にすすめる。

○提案理由
　�　来年４月から電力小売が自由化され，消費者は電力事業者の選択すなわち発電方
法の選択が可能となる。顧客離れを防ぎ，地域独占の供給体制のもとで確保されて
いる販売シェアを維持するには，消費者のニーズに応じて必要とされる情報をより
積極的に開示して，納得の上で契約し続けてもらうことが必要となる。
　�　再エネ発電促進賦課金と燃料調整費は現在でも消費者に通知されているが，今後
は供給電力の電源構成比のほか発電コストなども通知すべきである。とくに原子力
発電のコストについては，使用済燃料再処理に係る費用，将来の廃炉に備える積立金，
原子力損害賠償・廃炉等支援機構への一般負担金額など，開示義務の有無に関わら
ず将来にわたるコストをも含めて分かりやすく説明していくことが求められる。こ
れらの情報開示により事業の透明性を高めることは，消費者の信頼を得ることにも
つながる。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　当社は，小売全面自由化へ着実に対応するため，安全最優先を前提とした経営効
率化に最大限取り組むとともに，お客さまのニーズを踏まえた営業活動を展開し，
コストだけでなくサービスや業務品質などあらゆる点において，競争力を一層高め
てまいります。更に，低廉な電気料金をはじめとする「北陸電力ブランド」の認知
度を高め，引き続きお客さまから選択いただけるよう，努めてまいります。
　�　発電コスト等に関する情報につきましては，従来からホームページや有価証券報
告書等において，電源別の発電費用や発電電力量等を開示しており，今後も，積極
的な情報開示に努めてまいります。
　�　したがいまして，あらためてご提案の規定を定款に設ける必要はないと考えてお
ります。

第１０号議案　定款一部変更の件（６）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１２章　株主総会に関する情報公開
　　第５１条�　株主総会はインターネット中継し，総会終了後も録画を視聴できるよう

にする。
　　２�　議事録は議事の概要ではなく，すべての発言内容を確認できるようなものに

する。
○提案理由
　�　現在では国会や自治体の議会などは，一般にインターネット中継され，会議終了
後にも録画を視聴できるようになっている。原子力規制委員会などは，会議だけで
なく，委員長の記者会見もリアルタイムで中継され，録画も視聴できるようになっ
ており，テープ起こしした議事録，会見録も公開されている。
　�　本会社は電力供給という極めて公共性の高い事業を営んでいるのだから，その株
主総会の内容は株主のみならず，地域住民や一般消費者にも公開するべきである。
とくに，万が一にも大事故を起こすとその影響は電力供給エリアをこえて広範囲に
及ぶような原子力発電所を所有しているのだから，原子力発電の是非をめぐる総会
の議論の内容等を開示するのは当然のことである。議事録についても，現行のよう
な概要のみのものではなく，すべての発言内容を確認できるような記録を作成すべ
きである。
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○取締役会の意見
　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。
　�　株主総会のインターネット中継につきましては，株主のみなさまのプライバシー
を害するおそれや自由な討論の制約となるおそれがあることから，ご提案の規定を
定款に設ける必要はないと考えております。
　�　また，株主総会の議事録につきましては，法令に基づき，議事の経過の要領およ
びその結果を適正に記載し，本店および支店に備え置いていることから，ご提案の
規定を定款に設ける必要はないと考えております。　　　　　　　　　　　　　

第１１号議案　定款一部変更の件（７）

○議案内容
　　定款の第２章株式，第１１条第３項を以下のとおり変更する。
　　《現行定款》
　　　　第２章　第１１条
　　　　　３�　本会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他

の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は，これを株主名簿管理
人に委託する。

　　《変更案》
　　　　第２章　第１１条
　　　　　３�　本会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他

の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は，これを株主名簿管理
人に委託するが，株主名簿は，本会社の本店及び本会社本店所在地にあ
る株主名簿管理人の支店において閲覧，謄写できる。

○提案理由
　�　株主議案を提出した少数株主が，議決権行使書の閲覧によって株主提案に賛同し
た株主名を確認し，賛同株主に株主総会の議決結果等の報告文書を送付することは，
少数株主として正当な行為である。
　�　ところが，昨年度から議決権行使書に住所の記載が省略され，住所確認のために
は株主名簿の閲覧が必要となり，「北陸電力と共に脱原発をすすめる株主の会」メン
バーは，賛同株主の住所確認のために株主名簿管理人事務取扱所である三井住友信
託銀行大阪本店証券代行部まで行かなければならなかった。
　�　本会社本店総務部では株主の動向を知るために株主名簿を閲覧できる状況にある
にもかかわらず，個人株主は本店所在地において名簿を閲覧できないというのは，
少数株主の“株主として権利行使”を困難にするもので明らかに不公正であり，改
善されるべきである。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　会社法の定めにより，株主名簿は，会社が株主名簿管理人を置く場合には，株主
名簿管理人が株主名簿に関する事務を取り扱う場所に備え置かなければならないこ
ととされております。
　�　当社は，株主名簿管理人を置いており，株主名簿管理人である三井住友信託銀行
株式会社証券代行部に株主名簿を備え置き，株主および債権者から株主名簿の閲覧
または謄写の請求がある場合には，同所において適切に対応しております。
　�　当社は，現行の取り扱いにより会社法上の義務を完全に履行しており，ご提案の
定款変更の必要はないと考えております。

第１２号議案　定款一部変更の件（８）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１３章　役員報酬等の個別開示
　　第５２条�　本会社の個々の取締役及び監査役，相談役，顧問等の報酬，賞与その他

の業務執行の対価として会社から受け取る財産上の利益は，遅滞なく公表
する。

○提案理由
　�　株主は取締役に会社の経営を委任しており，取締役の重い責任とその報酬額が見
合っているか，株主が個別に判断できるようにするのは当然のことである。しかし，
取締役及び監査役に対する報酬等は総額しか公表されず，株主が個別に判断するこ
とは不可能となっている。報酬額は明確な基準のもとに決定されているはずであり，
取締役会には基準の根拠を説明し，その額が適当かどうかの判断材料を株主に提示
する責務がある。監査役についても，同様である。
　�　昨年の「株主総会招集ご通知」には，個別開示しない理由として「プライバシー
保護の観点等から」という取締役会意見が記載されていたが，本会社は電力供給と
いう公共性が極めて高い事業を営んでおり，そもそも報酬の原資は電気料金なのだ
から，自治体の長や議員などの報酬額が開示されているのと同様に，取締役等の報
酬は個別開示するべきものである。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　取締役および監査役の報酬限度額につきましては，それぞれ株主総会において決
議いただいており，その範囲内で取締役については取締役会で，監査役については
監査役の協議により，各人の報酬額を決定しております。
　�　取締役賞与につきましては，各事業年度の業績等を勘案し，支給の都度，株主総
会で総額を決議いただき，取締役会で各人の賞与額を決定しております。
　�　取締役会としては，法令に基づき，経営に係るコストとして取締役および監査役
に支給される報酬等の総額を事業報告において開示しております。
　�　このような方法は，適法と認められており，一般的にも採用されております。
　�　また，相談役および顧問等は当社業務上必要に応じて委嘱しており，報酬等は委
嘱内容に応じて適正な金額を決定しております。
　�　なお，各人の報酬額についてはプライバシー保護の観点等から開示しておりません。

第１３号議案　定款一部変更の件（９）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第１４章　ワーク・ライフ・バランス施策の推進
　　第５３条�　従業員の仕事と子育て，また仕事と介護との両立を積極的に支援する等，

ワーク・ライフ・バランス施策の推進に取り組む。
○提案理由
　�　電力自由化が進められる中で，本会社が消費者から選ばれ続けるためには，主婦
層をはじめとする女性に支持されることが重要である。女性の感覚を尊重し，女性
のニーズを適切に反映させた事業を展開していくには，女性取締役の選任が必要で
ある。女性の登用は政府の重要な政策目標としても掲げられており，女性社外取締
役を選任する例は増えつつあるが，本来は社内から本会社の事業に精通した女性取
締役を選任することが望ましい。
　�　そのためには，女性社員が重要な職責を担えるような職場の環境整備が不可欠で
あり，ワーク・ライフ・バランス施策を推進し充実させていかなければならない。
それにともない女性社員にも昇進の道がより広く開かれるようになれば，当然，女
性社員のモチベーションが向上し，ひいては全体として企業力の活性化につながる
ことが期待できる。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　当社は，仕事と生活の調和を図る観点から，育児休業制度や介護休業制度の拡充，
フレックス勤務制度の拡大など，従来から様々な施策に取り組んでおります。
　�　また，女性の活躍を後押しするため，平成２８年を目途に平成２５年の２倍程度の女
性役職者数とすることを目指しております。
　�　当社としては女性の意見を経営に反映していくことが大切であると考えており，
昨年１２月には当社女性社員グループが経営トップへ女性活躍推進に向けた提言を行
いました。
　�　上記提言を踏まえ，本年４月に女性の活躍やダイバーシティ，ワーク・ライフ・
バランスの推進に向けた施策を実行する専任チームを設置いたしました。今後も，
女性の更なる活躍や男女ともに働きがいのある職場づくりを更に推進してまいります。
　�　したがいまして，あらためてご提案の規定を定款に設ける必要はないと考えてお
ります。

以　上　
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株主総会会場ご案内

会　場　　富山市牛島町１５番１号

　　　　　北電ビル　２階大ホール

○富山駅北口から徒歩で約１分です。
　（駅の南口からは，東側約７０メートル付近に，北電ビル前へ通じる地下道があります。）
○会場には駐車場がございませんので，公共交通機関等をご利用願います。
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